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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を読み取り、文書データを生成する画像処理装置と、当該文書データを記憶する記
憶手段を備えた文書管理サーバとが通信可能に接続された文書管理システムであって、
　前記画像処理装置は、
　前記生成された文書データに、前記記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処
理を行うためのカバーシートが含まれるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれないと判
定された場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、更に画像処
理装置ごとに割り振られた装置識別情報とを含めた新規登録の指示を前記文書管理サーバ
に送信し、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれ
ると判定された場合に、前記記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を行う
べく、前記カバーシートから特定される文書識別情報と、前記生成された文書データとを
含めた特定の処理の実行指示を前記文書管理サーバに送信する指示手段と、
　前記指示手段による新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報を前記文書管理サ
ーバから受信し、受信した文書識別情報を用いてカバーシートを印刷する印刷手段と、
　前記文書管理サーバは、
　前記指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、新規登録ごとに
割り振られる前記文書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、
　前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別情報を前記画像処理装置に送信
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する文書識別情報送信手段と、
　前記指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、前記指示手段に
よって送信された文書データと、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別
情報と、更に前記指示手段によって送信された装置識別情報とを対応づけて前記記憶手段
に記憶する第１の登録手段と、
　前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行
指示を受信した場合に、前記指示手段によって送信された文書識別情報に対応する文書デ
ータであって、前記記憶手段に記憶された文書データに対して、前記指示手段によって送
信された文書データを用いて特定の処理を行う第２の登録手段と、
　前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行
指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報が、当該特定
の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応づいた装置識
別情報と一致するか否かを判定する装置判定手段とを備え、
　前記第２の登録手段は、前記装置判定手段によって一致すると判定された場合に前記指
示手段によって送信された文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定され
た場合に当該特定の処理を行わないことを特徴とする文書管理システム。
【請求項２】
　前記文書識別情報は、前記文書データの新規登録ごとに作成されるグループであって、
複数の文書データが含まれるグループごとに割り振られる第１の文書識別情報と、前記新
規登録された文書データの種類ごとに割り振られる第２の文書識別情報とを含み、
　前記印刷手段は、前記指示手段による新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報
を前記文書管理サーバから受信し、受信した文書識別情報のうち、前記第１の文書識別情
報を用いて、前記グループに対応する基本カバーシートを印刷し、前記第１の文書識別情
報および前記第２の文書識別情報を用いて、前記文書データの種類に対応する種類カバー
シートを印刷することを特徴とする請求項１に記載の文書管理システム。
【請求項３】
　前記指示手段は、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシート
が含まれ、かつ当該カバーシートが基本カバーシートであると判定された場合に、当該基
本カバーシートから特定される前記第１の文書識別情報に対応するグループに対して新規
に追加登録の処理を行うべく、前記基本カバーシートから特定される第１の文書識別情報
と、前記生成された文書データとを含めた追加登録の処理の実行指示を前記文書管理サー
バに送信し、
　前記第２の登録手段は、前記指示手段によって追加登録の処理の実行指示を受信した場
合に、前記指示手段によって送信された第１の文書識別情報と、当該文書データの種類に
応じた第２の文書識別情報に対応させて、前記指示手段によって送信された文書データを
前記記憶手段に追加登録し、
　前記印刷手段は、前記追加登録された文書データの種類に応じた第２の文書識別情報と
、前記第１の文書識別情報を用いて、前記追加登録された文書データに対応する種類カバ
ーシートを印刷することを特徴とする請求項２に記載の文書管理システム。
【請求項４】
　前記指示手段は、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシート
が含まれ、かつ当該カバーシートが種類カバーシートであると判定された場合に、当該種
類カバーシートから特定される前記第１の文書識別情報と前記第２の文書識別情報によっ
て特定される文書データに対して更新の処理を行うべく、前記種類カバーシートから特定
される第１の文書識別情報および第２の文書識別情報と、前記生成された文書データとを
含めた更新の処理の実行指示を前記文書管理サーバに送信し、
　前記第２の登録手段は、前記指示手段によって更新の処理の実行指示を受信した場合に
、前記指示手段によって送信された第１の文書識別情報と第２の文書識別情報に対応する
文書データであって、前記記憶手段に記憶された文書データに対して、前記指示手段によ
って送信された文書データを用いて更新の処理を行うことを特徴とする請求項２または３
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に記載の文書管理システム。
【請求項５】
　前記指示手段は、前記判定手段によって前記生成された文書データが前記カバーシート
のみであり、かつ当該カバーシートが基本カバーシートであると判定された場合に、当該
基本カバーシートから特定される前記第１の文書識別情報に対応するグループであって、
当該グループに含まれる文書データを閲覧不可能にするグループ無効化の処理を行うべく
、前記基本カバーシートから特定される第１の文書識別情報を含めたグループ無効化の処
理の実行指示を前記文書管理サーバに送信し、
　前記第２の登録手段は、前記指示手段によってグループ無効化の処理の実行指示を受信
した場合に、前記指示手段によって送信された第１の文書識別情報に対応するグループに
含まれる文書データであって、前記記憶手段に記憶された文書データを閲覧不可能にする
処理を行うことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載の文書管理システム。
【請求項６】
　前記指示手段は、前記判定手段によって前記生成された文書データが前記カバーシート
のみであり、かつ当該カバーシートが種類カバーシートであると判定された場合に、当該
種類カバーシートから特定される前記第１の文書識別情報と前記第２の文書識別情報に対
応する文書データを閲覧不可能にする文書無効化の処理を行うべく、前記種類カバーシー
トから特定される第１の文書識別情報および第２の文書識別情報を含めた文書無効化の処
理の実行指示を前記文書管理サーバに送信し、
　前記第２の登録手段は、前記指示手段によって文書無効化の処理の実行指示を受信した
場合に、前記指示手段によって送信された第１の文書識別情報と第２の文書識別情報に対
応する文書データであって、前記記憶手段に記憶された文書データを閲覧不可能にする処
理を行うことを特徴とする請求項２乃至５のいずれか１項に記載の文書管理システム。
【請求項７】
　前記指示手段は、前記判定手段によって前記生成された文書データが前記カバーシート
のみであり、かつ当該カバーシートが種類カバーシートであると判定された場合に、当該
種類カバーシートから特定される前記第１の文書識別情報と前記第２の文書識別情報に対
応する文書データを印刷するべく、前記種類カバーシートから特定される第１の文書識別
情報および第２の文書識別情報を含めた印刷実行指示を前記文書管理サーバに送信し、
　前記第２の登録手段は、前記指示手段によって印刷実行指示を受信した場合に、前記指
示手段によって送信された第１の文書識別情報と第２の文書識別情報に対応する文書デー
タであって、前記記憶手段に記憶された文書データの印刷ジョブを前記画像処理装置に送
信することを特徴とする請求項２乃至５のいずれか１項に記載の文書管理システム。
【請求項８】
　前記判定手段はＯＣＲ処理によって、前記文書データが前記カバーシートであることを
識別することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の文書管理システム。
【請求項９】
　前記印刷手段は、前記指示手段による新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報
を前記文書管理サーバから受信し、受信した文書識別情報を前記画像処理装置の保持する
前記カバーシートのフォーマットに付加して前記カバーシートを印刷することを特徴とす
る請求項１乃至８のいずれか１項に記載の文書管理システム。
【請求項１０】
　前記新規登録される文書データの文書識別情報を付加した前記カバーシートは、前記文
書管理サーバによって生成されることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記
載の文書管理システム。
【請求項１１】
　画像処理装置によって読み取られた原稿から生成された文書データを記憶する記憶手段
と、文書データの新規登録の指示を画像処理装置から受信した場合に、新規登録ごとに割
り振られる文書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、前記文書識別情報発行手段
によって発行された文書識別情報を画像処理装置に送信する文書識別情報送信手段と、文
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書データの新規登録の指示を画像処理装置から受信した場合に、前記指示と共に受信した
文書データと、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別情報と、更に前記
指示と共に受信した装置識別情報であって、前記画像処理装置ごとに割り振られた装置識
別情報とを対応づけて前記記憶手段に記憶する第１の登録手段と、前記記憶手段に記憶さ
れた文書データに対する特定の処理の実行指示を画像処理装置から受信した場合に、画像
処理装置によって送信された文書識別情報に対応する文書データであって、前記記憶手段
に記憶された文書データに対して、画像処理装置によって送信された文書データを用いて
特定の処理を行う第２の登録手段と、前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定
の処理の実行指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報
が、当該特定の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応
づいた装置識別情報と一致するか否かを判定する装置判定手段とを備え、前記第２の登録
手段は、前記装置判定手段によって一致すると判定された場合に前記画像処理装置によっ
て送信された文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場合に当該
特定の処理を行わないことを特徴とする文書管理サーバと通信可能に接続された画像処理
装置であって、
　原稿を読み取り生成された文書データに、前記記憶手段に記憶された文書データに対し
て特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれないと判
定された場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、更に前記装
置識別情報とを含めた新規登録の指示を前記文書管理サーバに送信し、前記判定手段によ
って前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれると判定された場合に、前記
記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を行うべく、前記カバーシートから
特定される文書識別情報と、前記生成された文書データとを含めた特定の処理の実行指示
を前記文書管理サーバに送信する指示手段と、
　前記指示手段による新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報を前記文書管理サ
ーバから受信し、受信した文書識別情報を用いてカバーシートを印刷する印刷手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１２】
　画像処理装置によって読み取られた原稿から生成された文書データを記憶する記憶手段
と、文書データの新規登録の指示を画像処理装置から受信した場合に、新規登録ごとに割
り振られる文書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、前記文書識別情報発行手段
によって発行された文書識別情報を画像処理装置に送信する文書識別情報送信手段と、文
書データの新規登録の指示を画像処理装置から受信した場合に、前記指示と共に受信した
文書データと、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別情報と、更に前記
指示と共に受信した装置識別情報であって、前記画像処理装置ごとに割り振られた装置識
別情報とを対応づけて前記記憶手段に記憶する第１の登録手段と、前記記憶手段に記憶さ
れた文書データに対する特定の処理の実行指示を画像処理装置から受信した場合に、画像
処理装置によって送信された文書識別情報に対応する文書データであって、前記記憶手段
に記憶された文書データに対して、画像処理装置によって送信された文書データを用いて
特定の処理を行う第２の登録手段と、前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定
の処理の実行指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報
が、当該特定の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応
づいた装置識別情報と一致するか否かを判定する装置判定手段とを備え、前記第２の登録
手段は、前記装置判定手段によって一致すると判定された場合に前記画像処理装置によっ
て送信された文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場合に当該
特定の処理を行わないことを特徴とする文書管理サーバと通信可能に接続された画像処理
装置の制御方法であって、
　前記画像処理装置の判定手段が、原稿を読み取り生成された文書データに、前記記憶手
段に記憶された文書データに対して特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否
かを判定する判定ステップと、
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　前記画像処理装置の指示手段が、前記判定ステップによって前記生成された文書データ
に前記カバーシートが含まれないと判定された場合に、当該文書データの新規登録を行う
べく、当該文書データと、更に前記装置識別情報とを含めた新規登録の指示を前記文書管
理サーバに送信し、前記判定ステップによって前記生成された文書データに前記カバーシ
ートが含まれると判定された場合に、前記記憶手段に記憶された文書データに対して特定
の処理を行うべく、前記カバーシートから特定される文書識別情報と、前記生成された文
書データとを含めた特定の処理の実行指示を前記文書管理サーバに送信する指示ステップ
と、
　前記画像処理装置の印刷手段が、前記指示ステップによる新規登録の指示に応じて発行
された文書識別情報を前記文書管理サーバから受信し、受信した文書識別情報を用いてカ
バーシートを印刷する印刷ステップと
を備えることを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１３】
　画像処理装置によって読み取られた原稿から生成された文書データを記憶する記憶手段
と、文書データの新規登録の指示を画像処理装置から受信した場合に、新規登録ごとに割
り振られる文書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、前記文書識別情報発行手段
によって発行された文書識別情報を画像処理装置に送信する文書識別情報送信手段と、文
書データの新規登録の指示を画像処理装置から受信した場合に、前記指示と共に受信した
文書データと、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別情報と、更に前記
指示と共に受信した装置識別情報であって、前記画像処理装置ごとに割り振られた装置識
別情報とを対応づけて前記記憶手段に記憶する第１の登録手段と、前記記憶手段に記憶さ
れた文書データに対する特定の処理の実行指示を画像処理装置から受信した場合に、画像
処理装置によって送信された文書識別情報に対応する文書データであって、前記記憶手段
に記憶された文書データに対して、画像処理装置によって送信された文書データを用いて
特定の処理を行う第２の登録手段と、前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定
の処理の実行指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報
が、当該特定の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応
づいた装置識別情報と一致するか否かを判定する装置判定手段とを備え、前記第２の登録
手段は、前記装置判定手段によって一致すると判定された場合に前記画像処理装置によっ
て送信された文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場合に当該
特定の処理を行わないことを特徴とする文書管理サーバと通信可能に接続された画像処理
装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータに読み取り可能なプログ
ラムであって、
　前記画像処理装置を、
　原稿を読み取り生成された文書データに、前記記憶手段に記憶された文書データに対し
て特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれないと判
定された場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、更に前記装
置識別情報とを含めた新規登録の指示を前記文書管理サーバに送信し、前記判定手段によ
って前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれると判定された場合に、前記
記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を行うべく、前記カバーシートから
特定される文書識別情報と、前記生成された文書データとを含めた特定の処理の実行指示
を前記文書管理サーバに送信する指示手段と、
　前記指示手段による新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報を前記文書管理サ
ーバから受信し、受信した文書識別情報を用いてカバーシートを印刷する印刷手段
として機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　原稿を読み取り、文書データを生成し、前記生成された文書データに、文書管理サーバ
に記憶された文書データに対して特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否か
を判定する判定手段と、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシ
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ートが含まれないと判定された場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書
データと、更に画像処理装置ごとに割り振られた装置識別情報とを含めた新規登録の指示
を文書管理サーバに送信し、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバ
ーシートが含まれると判定された場合に、記憶手段に記憶された文書データに対して特定
の処理を行うべく、前記カバーシートから特定される文書識別情報と、前記生成された文
書データとを含めた特定の処理の実行指示を文書管理サーバに送信する指示手段と、前記
指示手段による新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報を文書管理サーバから受
信し、受信した文書識別情報を用いてカバーシートを印刷する印刷手段とを備えた画像処
理装置と通信可能に接続され、前記文書データを記憶する記憶手段を備えた文書管理サー
バであって、
　前記指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、新規登録ごとに
割り振られる前記文書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、
　前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別情報を前記画像処理装置に送信
する文書識別情報送信手段と、
　前記指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、前記指示手段に
よって送信された文書データと、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別
情報と、更に前記指示手段によって送信された装置識別情報とを対応づけて前記記憶手段
に記憶する第１の登録手段と、
　前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行
指示を受信した場合に、前記指示手段によって送信された文書識別情報に対応する文書デ
ータであって、前記記憶手段に記憶された文書データに対して、前記指示手段によって送
信された文書データを用いて特定の処理を行う第２の登録手段と、
　前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行
指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報が、当該特定
の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応づいた装置識
別情報と一致するか否かを判定する装置判定手段とを備え、
　前記第２の登録手段は、前記装置判定手段によって一致すると判定された場合に前記指
示手段によって送信された文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定され
た場合に当該特定の処理を行わないことを特徴とする文書管理サーバ。
【請求項１５】
　原稿を読み取り、文書データを生成し、前記生成された文書データに、文書管理サーバ
に記憶された文書データに対して特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否か
を判定する判定手段と、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシ
ートが含まれないと判定された場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書
データと、更に画像処理装置ごとに割り振られた装置識別情報とを含めた新規登録の指示
を文書管理サーバに送信し、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバ
ーシートが含まれると判定された場合に、記憶手段に記憶された文書データに対して特定
の処理を行うべく、前記カバーシートから特定される文書識別情報と、前記生成された文
書データとを含めた特定の処理の実行指示を文書管理サーバに送信する指示手段と、前記
指示手段による新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報を文書管理サーバから受
信し、受信した文書識別情報を用いてカバーシートを印刷する印刷手段とを備えた画像処
理装置と通信可能に接続され、前記文書データを記憶する記憶手段を備えた文書管理サー
バの制御方法であって、
　前記文書管理サーバの文書識別情報発行手段が、前記指示手段によって文書データの新
規登録の指示を受信した場合に、新規登録ごとに割り振られる前記文書識別情報を発行す
る文書識別情報発行ステップと、
　前記文書管理サーバの文書識別情報送信手段が、前記文書識別情報発行ステップによっ
て発行された文書識別情報を前記画像処理装置に送信する文書識別情報送信ステップと、
　前記文書管理サーバの第１の登録手段が、前記指示手段によって文書データの新規登録
の指示を受信した場合に、前記指示手段によって送信された文書データと、前記文書識別
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情報発行ステップによって発行された文書識別情報と、更に前記指示手段によって送信さ
れた装置識別情報とを対応づけて前記記憶手段に記憶する第１の登録ステップと、
　前記文書管理サーバの第２の登録手段が、前記指示手段によって前記記憶手段に記憶さ
れた文書データに対する特定の処理の実行指示を受信した場合に、前記指示手段によって
送信された文書識別情報に対応する文書データであって、前記記憶手段に記憶された文書
データに対して、前記指示手段によって送信された文書データを用いて特定の処理を行う
第２の登録ステップと
　前記文書管理サーバの装置判定手段が、前記指示手段によって前記記憶手段に記憶され
た文書データに対する特定の処理の実行指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指
示に含まれる装置識別情報が、当該特定の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特
定される文書データに対応づいた装置識別情報と一致するか否かを判定する装置判定ステ
ップとを備え、
　前記第２の登録ステップは、前記装置判定ステップによって一致すると判定された場合
に前記指示手段によって送信された文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと
判定された場合に当該特定の処理を行わないことを特徴とする文書管理サーバの制御方法
。
【請求項１６】
　原稿を読み取り、文書データを生成し、前記生成された文書データに、文書管理サーバ
に記憶された文書データに対して特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否か
を判定する判定手段と、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシ
ートが含まれないと判定された場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書
データと、更に画像処理装置ごとに割り振られた装置識別情報とを含めた新規登録の指示
を文書管理サーバに送信し、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバ
ーシートが含まれると判定された場合に、記憶手段に記憶された文書データに対して特定
の処理を行うべく、前記カバーシートから特定される文書識別情報と、前記生成された文
書データとを含めた特定の処理の実行指示を文書管理サーバに送信する指示手段と、前記
指示手段による新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報を文書管理サーバから受
信し、受信した文書識別情報を用いてカバーシートを印刷する印刷手段とを備えた画像処
理装置と通信可能に接続され、前記文書データを記憶する記憶手段を備えた文書管理サー
バの制御方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータに読み取り可能なプログラ
ムであって、
　前記文書管理サーバを、
　前記指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、新規登録ごとに
割り振られる前記文書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、
　前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別情報を前記画像処理装置に送信
する文書識別情報送信手段と、
　前記指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、前記指示手段に
よって送信された文書データと、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別
情報と、更に前記指示手段によって送信された装置識別情報とを対応づけて前記記憶手段
に記憶する第１の登録手段と、
　前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行
指示を受信した場合に、前記指示手段によって送信された文書識別情報に対応する文書デ
ータであって、前記記憶手段に記憶された文書データに対して、前記指示手段によって送
信された文書データを用いて特定の処理を行う第２の登録手段と、
　前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行
指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報が、当該特定
の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応づいた装置識
別情報と一致するか否かを判定する装置判定手段として機能させ、
　前記第２の登録手段は、前記装置判定手段によって一致すると判定された場合に前記指
示手段によって送信された文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定され
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た場合に当該特定の処理を行わないことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のデジタル複合機等の画像処理装置と、文書管理サーバ等とをネットワ
ークを介して相互に接続して構成された文書管理システムにおいて、画像処理装置を用い
て文書データの登録、変更等の文書管理処理を行うための操作を、簡単かつ便利に行える
ようにする、文書管理システム、画像処理装置、画像処理装置の制御方法、文書管理サー
バ、文書管理サーバの制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、紙文書として保存されていた契約書等の業務書類を、電子化して管理する文書管
理システムが普及している。
【０００３】
　このような文書管理システムには、例えば、企業の支店や営業所で発生した業務書類を
、本社のサーバマシンで電子化して管理するものがある。この場合には、支店や営業所か
ら郵送などの方法で業務書類を本社に送り、本社側で業務書類をスキャンしてサーバマシ
ンに格納している。あるいは営業所では、業務書類をスキャンし、電子化された文書デー
タに加工し、この電子化された文書データをネットワークを介して本社に送る。本社側で
は、電子化された文書データの内容確認を行ってサーバマシン内の適切な保存場所に振り
分けて格納して管理する。
【０００４】
　しかし、上述のような業務フローでは、本社側に作業の負荷が集中してしまうという問
題がある。この問題を改善するために、営業所側が、業務書類を電子化してサーバマシン
へ格納する操作を行うことが考えられる。しかし、この場合には、各営業所で業務書類を
電子化してサーバマシンへ格納する操作を行えるように、多数の人員を教育するための大
きな負担が課せられるという問題がある。
【０００５】
　従来、このような課題を解決するために、サーバ操作に関する情報を記入した指令入力
用のカバーシートと業務書類とを組み合わせて、デジタル複合機でスキャンすることによ
り、そのカバーシートに記載された指令に従って文書を保存させる等の動作を行う手段が
提案されている。
【０００６】
　このような従来提案されている手段では、予めサーバに登録されている文書等のデータ
を、カバーシートに記載された指令に基づいて、文書の印刷、削除等の操作をする。具体
的には、カバーシートにサーバ内の文書のサムネイルと、実行したい操作のチェック項目
を設ける。
【０００７】
　ユーザは、操作対象の文書のサムネイルのチェックボックスと、実行したい操作のチェ
ックボックスとにチェックを書き込み、それを複合機でスキャンする。すると、この従来
提案されている手段では、チェック内容を認識して、サーバ内の対象文書が指定通りに操
作（印刷、削除等）されるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【０００８】
　また、従来提案されている他の手段では、契約書に対する登録種別等を指示するチェッ
ク項目を設けた指示書が出力される。ユーザは、この出力された指示書に、サーバに登録
したい契約書に対する登録種別等（例えば新規バージョンとして登録）をチェックする。
そして、この指示書と契約書を共に複合機でスキャンすることで、その契約書を、指示書
で指定されたとおりに、（例えば新規バージョンとして）サーバに登録するものが提案さ
れている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００５－２９５５６４
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【特許文献２】特開２００７－２４１６４９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前述のような従来の手段（特許文献１）では、予めサーバにある文書を
カバーシートのみで操作することを前提としている。このため、前述した従来の手段では
、契約書を管理する上で必要となる、手元にある紙文書を新規に登録し、又は予め登録さ
れている文書に対して契約書等を追加することができない。
【００１０】
　また、サーバにある文書に対して繰り返し操作を行う場合には、毎回カバーシートを出
力する必要がある。さらに、そのカバーシートに記載されている操作対象のデータと、実
行したい操作にチェックを入れ、チェックを行ったカバーシートをスキャンする動作をし
なければならず、操作が煩雑で手間がかかる。
【００１１】
　前述した従来の他の手段（特許文献２）は、契約書の管理を想定したもので、以下のと
おりである。予め、契約書に対する登録種別等を指示するチェック項目が設けられた指示
書を出力する。そして、ユーザは、サーバに登録したい契約書に対する登録種別等（例え
ば新規バージョンとして登録）を指示書にチェックし、その指示書と契約書を共に複合機
でスキャンする。すると、このシステムでは、その契約書を指示書で指定されたとおりに
（例えば新規バージョンとして）サーバに登録する。よって、手元にある文書に対し、カ
バーシートを用いて処理をすることができる。しかし、この前述した他の手段によっても
、何度も登録などの操作を行う場合には、毎回指示書を出力し、出力した指示書と共に契
約書をスキャンする動作をしなければならず、操作が煩雑で手間がかかる。
【００１２】
　さらに、プレプリントされた契約書が各拠点に置いてあり、それを使って契約の締結を
して、その締結後の契約書を登録するような業務の場合には、その契約書を例えば登録す
るための指示書と紐づけて作成し出力しなければならなかった。契約書と紐付いた指示書
を出力するためには、ユーザが、本社に問い合わせを行い、指示書を出力してもらう、又
は、登録するための識別番号（契約書番号）をもらい、コンピュータで識別番号を入力し
て、指示書を作成しなければならなかった。このため、前述のように各拠点で発生した契
約書を、指示書を用いて一元管理する仕組みにおいては、従来の他の手段は適さなかった
。
【００１３】
　また、例えば不動産契約のように、１件の契約に紐づいて複数の契約が発生し、その複
数の契約を１グループとして管理しなければならない場合は、ユーザが登録しようとして
いる契約が、どの契約グループに属しているかを考慮して、正確に登録されるように指示
書を作成しなければならなかった。この指示書が適切に作成されない場合、誤った契約グ
ループに登録されてしまうため、この契約関係を考慮した指示書を適切に作成、出力する
必要があった。
【００１４】
　本発明は、文書データの登録、変更等の文書管理のための処理を行う際に、ユーザが行
う操作を簡素化して、文書管理のための処理を適切に行えるようにした、文書管理システ
ム、画像処理装置、画像処理装置の制御方法、文書管理サーバ、文書管理サーバの制御方
法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の文書管理システムは、原稿を読み取り、文
書データを生成する画像処理装置と、当該文書データを記憶する記憶手段を備えた文書管
理サーバとが通信可能に接続された文書管理システムであって、前記画像処理装置は、前
記生成された文書データに、前記記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を
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行うためのカバーシートが含まれるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によって
前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれないと判定された場合に、当該文
書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、更に画像処理装置ごとに割り振られ
た装置識別情報とを含めた新規登録の指示を前記文書管理サーバに送信し、前記判定手段
によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれると判定された場合に、
前記記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を行うべく、前記カバーシート
から特定される文書識別情報と、前記生成された文書データとを含めた特定の処理の実行
指示を前記文書管理サーバに送信する指示手段と、前記指示手段による新規登録の指示に
応じて発行された文書識別情報を前記文書管理サーバから受信し、受信した文書識別情報
を用いてカバーシートを印刷する印刷手段と、前記文書管理サーバは、前記指示手段によ
って文書データの新規登録の指示を受信した場合に、新規登録ごとに割り振られる前記文
書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、前記文書識別情報発行手段によって発行
された文書識別情報を前記画像処理装置に送信する文書識別情報送信手段と、前記指示手
段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、前記指示手段によって送信さ
れた文書データと、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別情報と、更に
前記指示手段によって送信された装置識別情報とを対応づけて前記記憶手段に記憶する第
１の登録手段と、前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特
定の処理の実行指示を受信した場合に、前記指示手段によって送信された文書識別情報に
対応する文書データであって、前記記憶手段に記憶された文書データに対して、前記指示
手段によって送信された文書データを用いて特定の処理を行う第２の登録手段と、前記指
示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行指示を受
信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報が、当該特定の処理の
実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応づいた装置識別情報と
一致するか否かを判定する装置判定手段とを備え、前記第２の登録手段は、前記装置判定
手段によって一致すると判定された場合に前記指示手段によって送信された文書データを
用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場合に当該特定の処理を行わないこと
を特徴とする。
　上記目的を達成するために、請求項１１記載の画像処理装置は、画像処理装置によって
読み取られた原稿から生成された文書データを記憶する記憶手段と、文書データの新規登
録の指示を画像処理装置から受信した場合に、新規登録ごとに割り振られる文書識別情報
を発行する文書識別情報発行手段と、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書
識別情報を画像処理装置に送信する文書識別情報送信手段と、文書データの新規登録の指
示を画像処理装置から受信した場合に、前記指示と共に受信した文書データと、前記文書
識別情報発行手段によって発行された文書識別情報と、更に前記指示と共に受信した装置
識別情報であって、前記画像処理装置ごとに割り振られた装置識別情報とを対応づけて前
記記憶手段に記憶する第１の登録手段と、前記記憶手段に記憶された文書データに対する
特定の処理の実行指示を画像処理装置から受信した場合に、画像処理装置によって送信さ
れた文書識別情報に対応する文書データであって、前記記憶手段に記憶された文書データ
に対して、画像処理装置によって送信された文書データを用いて特定の処理を行う第２の
登録手段と、前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行指示を受信
した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報が、当該特定の処理の実
行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応づいた装置識別情報と一
致するか否かを判定する装置判定手段とを備え、前記第２の登録手段は、前記装置判定手
段によって一致すると判定された場合に前記画像処理装置によって送信された文書データ
を用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場合に当該特定の処理を行わないこ
とを特徴とする文書管理サーバと通信可能に接続された画像処理装置であって、原稿を読
み取り生成された文書データに、前記記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処
理を行うためのカバーシートが含まれるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によ
って前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれないと判定された場合に、当
該文書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、更に前記装置識別情報とを含め
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た新規登録の指示を前記文書管理サーバに送信し、前記判定手段によって前記生成された
文書データに前記カバーシートが含まれると判定された場合に、前記記憶手段に記憶され
た文書データに対して特定の処理を行うべく、前記カバーシートから特定される文書識別
情報と、前記生成された文書データとを含めた特定の処理の実行指示を前記文書管理サー
バに送信する指示手段と、前記指示手段による新規登録の指示に応じて発行された文書識
別情報を前記文書管理サーバから受信し、受信した文書識別情報を用いてカバーシートを
印刷する印刷手段とを備えることを特徴とする。
　上記目的を達成するために、請求項１２記載の画像処理装置の制御方法は、画像処理装
置によって読み取られた原稿から生成された文書データを記憶する記憶手段と、文書デー
タの新規登録の指示を画像処理装置から受信した場合に、新規登録ごとに割り振られる文
書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、前記文書識別情報発行手段によって発行
された文書識別情報を画像処理装置に送信する文書識別情報送信手段と、文書データの新
規登録の指示を画像処理装置から受信した場合に、前記指示と共に受信した文書データと
、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別情報と、更に前記指示と共に受
信した装置識別情報であって、前記画像処理装置ごとに割り振られた装置識別情報とを対
応づけて前記記憶手段に記憶する第１の登録手段と、前記記憶手段に記憶された文書デー
タに対する特定の処理の実行指示を画像処理装置から受信した場合に、画像処理装置によ
って送信された文書識別情報に対応する文書データであって、前記記憶手段に記憶された
文書データに対して、画像処理装置によって送信された文書データを用いて特定の処理を
行う第２の登録手段と、前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行
指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報が、当該特定
の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応づいた装置識
別情報と一致するか否かを判定する装置判定手段とを備え、前記第２の登録手段は、前記
装置判定手段によって一致すると判定された場合に前記画像処理装置によって送信された
文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場合に当該特定の処理を
行わないことを特徴とする文書管理サーバと通信可能に接続された画像処理装置の制御方
法であって、前記画像処理装置の判定手段が、原稿を読み取り生成された文書データに、
前記記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を行うためのカバーシートが含
まれるか否かを判定する判定ステップと、前記画像処理装置の指示手段が、前記判定ステ
ップによって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれないと判定された場
合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、更に前記装置識別情報
とを含めた新規登録の指示を前記文書管理サーバに送信し、前記判定ステップによって前
記生成された文書データに前記カバーシートが含まれると判定された場合に、前記記憶手
段に記憶された文書データに対して特定の処理を行うべく、前記カバーシートから特定さ
れる文書識別情報と、前記生成された文書データとを含めた特定の処理の実行指示を前記
文書管理サーバに送信する指示ステップと、前記画像処理装置の印刷手段が、前記指示ス
テップによる新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報を前記文書管理サーバから
受信し、受信した文書識別情報を用いてカバーシートを印刷する印刷ステップとを備える
ことを特徴とする。
　上記目的を達成するために、請求項１３記載のプログラムは、画像処理装置によって読
み取られた原稿から生成された文書データを記憶する記憶手段と、文書データの新規登録
の指示を画像処理装置から受信した場合に、新規登録ごとに割り振られる文書識別情報を
発行する文書識別情報発行手段と、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識
別情報を画像処理装置に送信する文書識別情報送信手段と、文書データの新規登録の指示
を画像処理装置から受信した場合に、前記指示と共に受信した文書データと、前記文書識
別情報発行手段によって発行された文書識別情報と、更に前記指示と共に受信した装置識
別情報であって、前記画像処理装置ごとに割り振られた装置識別情報とを対応づけて前記
記憶手段に記憶する第１の登録手段と、前記記憶手段に記憶された文書データに対する特
定の処理の実行指示を画像処理装置から受信した場合に、画像処理装置によって送信され
た文書識別情報に対応する文書データであって、前記記憶手段に記憶された文書データに
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対して、画像処理装置によって送信された文書データを用いて特定の処理を行う第２の登
録手段と、前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行指示を受信し
た場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報が、当該特定の処理の実行
指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応づいた装置識別情報と一致
するか否かを判定する装置判定手段とを備え、前記第２の登録手段は、前記装置判定手段
によって一致すると判定された場合に前記画像処理装置によって送信された文書データを
用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場合に当該特定の処理を行わないこと
を特徴とする文書管理サーバと通信可能に接続された画像処理装置の制御方法をコンピュ
ータに実行させるためのコンピュータに読み取り可能なプログラムであって、前記画像処
理装置を、原稿を読み取り生成された文書データに、前記記憶手段に記憶された文書デー
タに対して特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否かを判定する判定手段と
、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれないと判
定された場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、更に前記装
置識別情報とを含めた新規登録の指示を前記文書管理サーバに送信し、前記判定手段によ
って前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれると判定された場合に、前記
記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を行うべく、前記カバーシートから
特定される文書識別情報と、前記生成された文書データとを含めた特定の処理の実行指示
を前記文書管理サーバに送信する指示手段と、前記指示手段による新規登録の指示に応じ
て発行された文書識別情報を前記文書管理サーバから受信し、受信した文書識別情報を用
いてカバーシートを印刷する印刷手段として機能させることを特徴とする。
　上記目的を達成するために、請求項１４記載の文書管理サーバは、原稿を読み取り、文
書データを生成し、前記生成された文書データに、文書管理サーバに記憶された文書デー
タに対して特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否かを判定する判定手段と
、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれないと判
定された場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、更に画像処
理装置ごとに割り振られた装置識別情報とを含めた新規登録の指示を文書管理サーバに送
信し、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれると
判定された場合に、記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を行うべく、前
記カバーシートから特定される文書識別情報と、前記生成された文書データとを含めた特
定の処理の実行指示を文書管理サーバに送信する指示手段と、前記指示手段による新規登
録の指示に応じて発行された文書識別情報を文書管理サーバから受信し、受信した文書識
別情報を用いてカバーシートを印刷する印刷手段とを備えた画像処理装置と通信可能に接
続され、前記文書データを記憶する記憶手段を備えた文書管理サーバであって、前記指示
手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、新規登録ごとに割り振られ
る前記文書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、前記文書識別情報発行手段によ
って発行された文書識別情報を前記画像処理装置に送信する文書識別情報送信手段と、前
記指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、前記指示手段によっ
て送信された文書データと、前記文書識別情報発行手段によって発行された文書識別情報
と、更に前記指示手段によって送信された装置識別情報とを対応づけて前記記憶手段に記
憶する第１の登録手段と、前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに
対する特定の処理の実行指示を受信した場合に、前記指示手段によって送信された文書識
別情報に対応する文書データであって、前記記憶手段に記憶された文書データに対して、
前記指示手段によって送信された文書データを用いて特定の処理を行う第２の登録手段と
、前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行
指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報が、当該特定
の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応づいた装置識
別情報と一致するか否かを判定する装置判定手段とを備え、前記第２の登録手段は、前記
装置判定手段によって一致すると判定された場合に前記指示手段によって送信された文書
データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場合に当該特定の処理を行わ
ないことを特徴とする。
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　上記目的を達成するために、請求項１５記載の文書管理サーバの制御方法は、原稿を読
み取り、文書データを生成し、前記生成された文書データに、文書管理サーバに記憶され
た文書データに対して特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否かを判定する
判定手段と、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含ま
れないと判定された場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、
更に画像処理装置ごとに割り振られた装置識別情報とを含めた新規登録の指示を文書管理
サーバに送信し、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが
含まれると判定された場合に、記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を行
うべく、前記カバーシートから特定される文書識別情報と、前記生成された文書データと
を含めた特定の処理の実行指示を文書管理サーバに送信する指示手段と、前記指示手段に
よる新規登録の指示に応じて発行された文書識別情報を文書管理サーバから受信し、受信
した文書識別情報を用いてカバーシートを印刷する印刷手段とを備えた画像処理装置と通
信可能に接続され、前記文書データを記憶する記憶手段を備えた文書管理サーバの制御方
法であって、前記文書管理サーバの文書識別情報発行手段が、前記指示手段によって文書
データの新規登録の指示を受信した場合に、新規登録ごとに割り振られる前記文書識別情
報を発行する文書識別情報発行ステップと、前記文書管理サーバの文書識別情報送信手段
が、前記文書識別情報発行ステップによって発行された文書識別情報を前記画像処理装置
に送信する文書識別情報送信ステップと、前記文書管理サーバの第１の登録手段が、前記
指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、前記指示手段によって
送信された文書データと、前記文書識別情報発行ステップによって発行された文書識別情
報と、更に前記指示手段によって送信された装置識別情報とを対応づけて前記記憶手段に
記憶する第１の登録ステップと、前記文書管理サーバの第２の登録手段が、前記指示手段
によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実行指示を受信した
場合に、前記指示手段によって送信された文書識別情報に対応する文書データであって、
前記記憶手段に記憶された文書データに対して、前記指示手段によって送信された文書デ
ータを用いて特定の処理を行う第２の登録ステップと前記文書管理サーバの装置判定手段
が、前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対する特定の処理の実
行指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識別情報が、当該特
定の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データに対応づいた装置
識別情報と一致するか否かを判定する装置判定ステップとを備え、前記第２の登録ステッ
プは、前記装置判定ステップによって一致すると判定された場合に前記指示手段によって
送信された文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場合に当該特
定の処理を行わないことを特徴とする。
　上記目的を達成するために、請求項１６記載のプログラムは、原稿を読み取り、文書デ
ータを生成し、前記生成された文書データに、文書管理サーバに記憶された文書データに
対して特定の処理を行うためのカバーシートが含まれるか否かを判定する判定手段と、前
記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれないと判定さ
れた場合に、当該文書データの新規登録を行うべく、当該文書データと、更に画像処理装
置ごとに割り振られた装置識別情報とを含めた新規登録の指示を文書管理サーバに送信し
、前記判定手段によって前記生成された文書データに前記カバーシートが含まれると判定
された場合に、記憶手段に記憶された文書データに対して特定の処理を行うべく、前記カ
バーシートから特定される文書識別情報と、前記生成された文書データとを含めた特定の
処理の実行指示を文書管理サーバに送信する指示手段と、前記指示手段による新規登録の
指示に応じて発行された文書識別情報を文書管理サーバから受信し、受信した文書識別情
報を用いてカバーシートを印刷する印刷手段とを備えた画像処理装置と通信可能に接続さ
れ、前記文書データを記憶する記憶手段を備えた文書管理サーバの制御方法をコンピュー
タに実行させるためのコンピュータに読み取り可能なプログラムであって、前記文書管理
サーバを、前記指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、新規登
録ごとに割り振られる前記文書識別情報を発行する文書識別情報発行手段と、前記文書識
別情報発行手段によって発行された文書識別情報を前記画像処理装置に送信する文書識別
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情報送信手段と、前記指示手段によって文書データの新規登録の指示を受信した場合に、
前記指示手段によって送信された文書データと、前記文書識別情報発行手段によって発行
された文書識別情報と、更に前記指示手段によって送信された装置識別情報とを対応づけ
て前記記憶手段に記憶する第１の登録手段と、前記指示手段によって前記記憶手段に記憶
された文書データに対する特定の処理の実行指示を受信した場合に、前記指示手段によっ
て送信された文書識別情報に対応する文書データであって、前記記憶手段に記憶された文
書データに対して、前記指示手段によって送信された文書データを用いて特定の処理を行
う第２の登録手段と、前記指示手段によって前記記憶手段に記憶された文書データに対す
る特定の処理の実行指示を受信した場合に、当該特定の処理の実行指示に含まれる装置識
別情報が、当該特定の処理の実行指示に含まれる文書識別情報から特定される文書データ
に対応づいた装置識別情報と一致するか否かを判定する装置判定手段として機能させ、前
記第２の登録手段は、前記装置判定手段によって一致すると判定された場合に前記指示手
段によって送信された文書データを用いて特定の処理を行い、一致しないと判定された場
合に当該特定の処理を行わないことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、文書データの登録、変更等の文書管理のための処理を行う際に、ユー
ザが行う操作を簡素化して、文書管理のための処理を適切に行えるようにできるという効
果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２４】
　本発明は、複数の営業所からデジタル複合機のみの操作で文書を電子化登録する業務全
般において有効である。また、本発明は、不動産業における賃貸借契約業務において、契
約関係の書類を各営業所から登録や更新を行う業務において使用するのに好適である。
不動産業における賃貸借契約業務には、次のような事情がある。
【００２５】
　賃貸借契約においては、１件の契約につき複数の書類が発生するが、登録する書類は不
特定のものではなく、決まった種類のものが登録される。したがって文書の登録において
最初の書類を登録することは、新規の契約を登録することと同義となる。
【００２６】
　しかし、二つ目以降の書類を登録するときには、書類の種類を指定したうえで、既存の
契約に書類を追加登録するという形式となる。さらに、賃貸借契約では、定期的に契約の
更新が発生するので、すでに登録された文書を更新したり削除したりする作業が発生する
。
【００２７】
　また、最終的に契約が解約となった場合は、その契約に属するすべての文書が削除され
るという事情がある。
【００２８】
　次に、本発明を不動産業における賃貸借契約業務において利用する実施の形態について
図面を参照しながら説明する。
【００２９】
　図１は、本発明の実施の形態に係わる、文書管理システムの概略的な構成を示す説明図
である。この文書管理システムは、本社（本店）内の各種機器を中心として、地理的に距
離の離れた複数の営業所（支店）内の各種機器との間をネットワークで接続して構築する
。
【００３０】
　図１に示す文書管理システムでは、本社（本店）内に、デジタル複合機１０１、文書管
理サーバ１０２、クライアント端末１０３及びデータベース１０４等の各種機器を設置す
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る。これら本社内の各種機器は、相互にＬＡＮ等で構成されたネットワーク１０８で接続
する。
【００３１】
　また、図１に示す文書管理システムでは、営業所（支店）内に、デジタル複合機１０１
等の各種機器を設置する。これら各営業所内のデジタル複合機１０１と、本社内の各種機
器は、相互に専用線やＶＰＮ等で構成されたネットワーク１０８で通信可能に接続する。
なお、図１のネットワーク１０８上に接続される各種機器の構成は一例であり、用途や目
的に応じて様々の機器を利用できる。
【００３２】
　この文書管理システムで使用するデジタル複合機１０１は、文書の登録を行う業務担当
者（ユーザ）が使用する画像処理装置として構成する。このデジタル複合機１０１は、紙
文書をスキャンして電子データに変換するスキャン機能（原稿の文書を読み取り、文書デ
ータを生成する読取部）と、電子データの紙出力を行う印刷機能と、電子データとその属
性情報を保存する記憶部（記憶機能）を備える。このデジタル複合機１０１は、中央処理
装置が専用のソフトウェアであるプログラム群１０５を実行することにより、電子データ
の管理機能、種々の制御機能を備える。また、デジタル複合機１０１は、ネットワーク１
０８を介して、文書管理サーバ１０２とデータの送受信が可能な通信機能を備える。
【００３３】
　この文書管理システムにおける本社（本店）内に配置される文書管理サーバ１０２は、
電子化された文書データを記憶し管理する機能を備える。文書管理サーバ１０２は、ネッ
トワーク１０８を介して、デジタル複合機１０１、クライアント端末１０４と電子化され
た文書データの送受信が可能な通信機能（受付手段）を備える。
【００３４】
　文書管理サーバ１０２は、それぞれのデジタル複合機１０１やクライアント端末１０３
から受け取った文書データをデータベース１０４に登録する処理を実行可能な機能を備え
る。さらに、文書管理サーバ１０２は、データベース１０４に登録された文書データをデ
ジタル複合機１０１やクライアント端末１０３からの指示に従って、更新したり削除した
りする機能を備える。
【００３５】
　この文書管理システムにおける本社（本店）内に配置されるクライアント端末１０３は
、本社のオペレータが文書管理業務で使用するクライアント端末として必要な機能を備え
る。
【００３６】
　クライアント端末１０３は、ネットワーク１０８を介して、文書管理サーバ１０２と、
データ信号又は文書の登録、更新、削除等の指示信号の送受信が可能な通信機能を備える
。
【００３７】
　この文書管理システムにおける本社（本店）内に配置されるデータベース１０４は、文
書管理サーバ１０２の指示に従って文書データとその属性情報とを保存するための機能を
備えた装置である。
【００３８】
　この文書管理システムにおけるデジタル複合機１０１で実行されるソフトウェアプログ
ラム群１０５は、デジタル複合機１０１のコンピュータに、文書のスキャン機能、印刷機
能、保存機能、ネットワーク送受信用の通信機能を実現させるためのものである。
【００３９】
　また、文書管理サーバ１０２におけるソフトウェアプログラム群１０６は、データベー
ス１０４に対する、文書の登録機能、更新機能、削除機能を実現させるためのものである
。文書管理サーバ１０２におけるソフトウェアプログラム群１０６は、デジタル複合機１
０１やクライアント端末１０３からの指示に従って、これらの機能を実現させる。
【００４０】
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　さらに、クライアント端末１０３で実行されるソフトウェアプログラム群１０７は、オ
ペレータの入力に従って、文書管理サーバ１０２に対して文書の登録、更新、削除の指示
を行う機能を備える。
【００４１】
　なお、この文書管理システムでは、レスポンスを早くするために、デジタル複合機１０
１と文書管理サーバ１０２の両方に文書データとその属性情報を保存しているが、文書管
理サーバ１０２のみに保存する構成としても良い。
【００４２】
　次に、前述したデジタル複合機１０１と、文書管理サーバ１０２とのハードウェア構成
について、図２および図３により説明する。
【００４３】
　図２は、デジタル複合機１０１のハードウェア構成を示すブロック図である。
デジタル複合機１０１は、ＣＰＵ２０２、メモリ（ＲＡＭ）２０３、外部インターフェー
ス２０４、記憶装置２０５、入力装置２０６、表示装置２０７、スキャナ装置２０８及び
印刷装置２０９といった各種装置を備える。デジタル複合機１０１が備える各種装置は、
相互にデータバス２０１で接続されている。
【００４４】
　このデジタル複合機１０１の中央制御装置用のコンピュータを構成するためのＣＰＵ２
０２は、演算処理によってさまざまなプログラムを実行可能に構成された中央演算処理装
置である。メモリ２０３は、揮発性の記憶装置で、電源が入っている間だけ有効なＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）である。なお、このＣＰＵ２０２は、契
約カバーシート（基本カバーシート）と種類カバーシートとを印刷して出力させる印刷制
御手段を構成するものである。
【００４５】
　このデジタル複合機１０１では、記憶装置２０５のプログラム記憶領域２１０に記憶さ
れた図１のソフトウェアプログラム群１０５の中から必要に応じて適切なプログラムを読
み込んでＣＰＵ２０２で実行する。
【００４６】
　外部インターフェース２０４は、ネットワークとの接続部分であり、ネットワークに接
続された外部機器との間でデータの送受信が可能な通信機能を備える。
【００４７】
　記憶装置２０５は、電源を切断してもデータが消去されない不揮発性の記憶装置で、デ
ータを長期間保存可能に構成する。この記憶装置２０５は、ハードディスク（ＨＤ）で構
成する。この記憶装置２０５には、ソフトウェアプログラム群１０５を格納するためのプ
ログラム記憶領域２１０と、登録文書やその属性情報を格納するためのデータ記憶領域２
１１とを設ける。
【００４８】
　入力装置２０６は、業務担当者がデジタル複合機を操作するための指令を入力するため
の装置である。この入力装置２０６は、デジタル複合機１０１の図示しない操作パネル部
に配置されるボタンや、表示装置２０７に配置されたタッチパネル（表示されている対象
を直接タッチすることで入力する装置）で構成する。
【００４９】
　表示装置２０７は、デジタル複合機１０１と一体化した液晶などの小型のディスプレイ
として構成し、業務担当者の操作結果、情報処理の結果、端末が外部機器と通信した結果
等をユーザに表示する機能を備える。なお、ここでは、前述したタッチパネル機能により
入力装置２０６の一部を構成するものでもある。
【００５０】
　スキャナ装置２０８は、業務担当者が紙文書をデジタル複合機に読み込ませるために使
用する装置であり、ここでは、デジタル複合機と一体構造に構成する。このスキャナ装置
２０８は、電子化された文書を記憶装置２０５のデータ記憶領域２１１に保存するために
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使用される。
【００５１】
　印刷装置２０９は、電子化された文書を紙に印刷する機能を備え、デジタル複合機と一
体化構造に構成される。
【００５２】
　次に、文書管理サーバ１０２のハードウェア構成について説明する。
【００５３】
　図３は、文書管理サーバ１０２のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００５４】
　文書管理サーバ１０２は、ＣＰＵ３０２、ＲＡＭ３０３、外部インターフェース３０４
及び記憶装置３０５を備える。文書管理サーバ１０２が備える各種装置は、相互にデータ
バス３０１で接続されている。
【００５５】
　この文書管理サーバ１０２の中央制御装置用のコンピュータを構成するためのＣＰＵ３
０２は、演算処理によってさまざまなプログラムを実行可能に構成された中央演算処理装
置である。メモリ３０３は、揮発性の記憶装置で、電源が入っている間だけ有効なＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）である。
【００５６】
　この文書管理サーバ１０２では、記憶装置３０５のプログラム記憶領域３０６に記憶さ
れた図１のソフトウェアプログラム群１０６の中から必要に応じて適切なプログラムを読
み込んでＣＰＵ３０２で実行する。
【００５７】
　外部インターフェース３０４は、ネットワークとの接続部分であり、ネットワークに接
続された外部の機器との間でデータの送受信が可能な通信機能を備える。
【００５８】
　記憶装置３０５は、電源を切断してもデータが消去されない不揮発性の記憶装置で、デ
ータを長期間保存可能に構成する。この記憶装置３０５は、ハードディスク（ＨＤ）で構
成する。この記憶装置３０５には、ソフトウェアプログラム群１０６を格納するためのプ
ログラム記憶領域３０６と、登録文書やその属性情報を格納するためのデータ記憶領域３
０７とを設ける。
【００５９】
　また、図１に示すデータベース１０４は、図３に示す外部インターフェース３０４を通
して接続する記憶装置として構成する。なお、このデータベース１０４は、記憶装置３０
５のデータ記憶領域３０７を利用して構成しても良い。
【００６０】
　次に、文書管理システムで使用する、２種類のカバーシートのフォーマットについて図
４、図５を用いて説明する。
【００６１】
　図４は、契約１件に対し１枚作成される「契約カバーシート（基本カバーシート）」を
示す正面図である。「契約カバーシート（基本カバーシート）」とは、１つの契約に紐づ
く複数の契約を、１つの契約グループとして扱うためのものである。
【００６２】
　この契約カバーシートには、これを原稿としてスキャナ装置２０８で読み取り、ＯＣＲ
処理をしたときに、この原稿が「契約カバーシート」であることを識別可能とするための
識別領域４０１を設ける。さらに、契約カバーシートには、ＯＣＲ処理によって、各個別
の契約グループとして識別可能とするための「契約番号」の記述領域４０２を設ける。
【００６３】
　図５は、契約の文書種類ごとに１枚作成される「種類カバーシート」を示す正面図であ
る。「種類カバーシート」とは、１つの契約に紐づく複数の契約のグループ内における単
数又は複数の契約を特定するためのものである。
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【００６４】
　この種類カバーシートには、これを原稿としてスキャナ装置２０８で読み取り、ＯＣＲ
処理をしたときに、この原稿が「種類カバーシート」であることを識別可能とするための
識別領域５０１を設ける。さらに、この種類カバーシートには、ＯＣＲ処理によって、こ
の種類カバーシートが所属する契約を識別可能とするための「契約番号」の記述領域５０
２を設ける。また、この種類カバーシートには、ＯＣＲ処理によって、このカバーシート
によって特定される文書の種類を表す「文書種類識別子」の記述領域５０３を設ける。な
お、一つの基本となる契約およびこの基本契約に対して従属関係となる複数の従属契約を
一まとめにしたグループ内において、単数又は複数の従属契約に対応するため、種類カバ
ーシートを利用するようにしても良い。例えば、この文書管理システムでは、賃貸契約書
に対応した種類カバーシートと、駐車場契約書に対応した種類カバーシートとを別々に用
意しているが、駐車場契約書と、賃貸契約書を１枚の種類カバーシートで扱うようにして
もよい。
【００６５】
　すなわち、これらカバーシートには、第１に、ＯＣＲ処理によってカバーシートである
ことを判別するための識別標識（ここでは、識別領域４０１又は識別領域５０１が相当す
る、なおマーク等でも良い）を設ける。
【００６６】
　第２に、契約カバーシートには、この契約カバーシートに付随してＯＣＲ処理された文
書の基本となる帰属（ここでは、基本となる契約を識別可能とするための「契約番号」の
記述領域４０２、記述領域５０２が相当する）を設ける。
【００６７】
　第３に、種類カバーシートには、このカバーシートに付随してＯＣＲ処理されたときに
、このカバーシートによって原稿の種類を特定するための識別標識（ここでは、「文書種
類識別子」の記述領域５０３が相当する）を設ける。なお、この「文書種類識別子」の記
述領域５０３は、その他のマーク等でも良い。さらに、本実施の形態では、記述領域４０
１、５０１のOCR処理により、契約カバーシートであるか種類カバーシートであるかを判
別する形態をとっているが、カバーシート上に「文書種類識別子」の記述領域５０３を設
けているか設けていないかによって、原稿の種類を識別する手段としてもよい。
【００６８】
　また、上述した第２の文書の基本となる帰属（「契約番号」の記述領域４０２、記述領
域５０２）は、その文書が所属するグループを特定する固有の識別標識である。
【００６９】
　さらに、上述した第３のカバーシートによって文書の種類を特定するための識別標識（
「文書種類識別子」の記述領域５０３）は、その文書が所属するグループ内において、文
書が複数種類あるときに、その中の一つの文書種類を特定する識別標識である。
【００７０】
　次に、上述のように構成した文書管理システムを不動産業における賃貸借契約業務にお
いて使用する場合の具体的な手段について、各営業所の業務担当者がデジタル複合機を使
用して行う業務手順に従って説明する。
【００７１】
　業務担当者がデジタル複合機１０１を使用して行う業務は、契約の「新規登録」、契約
に文書を追加する「追加登録」、登録済みの文書を変更する「文書更新」、登録済みの文
書を廃棄する「文書無効化」、登録済みの文書を印刷する「文書印刷」、契約が解約され
たときに行う「契約無効化」がある。
【００７２】
　この文書管理システムでは、「新規登録」以外の業務を、原則として「新規登録」を行
ったデジタル複合機１０１のみで実施する抑制手段を備える。但し「文書印刷」は、例外
として全てのデジタル複合機１０１で実行可能とする。
【００７３】
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　このため、この文書管理システムでは、業務担当者がデジタル複合機１０１を使用して
業務を開始する際に、デジタル複合機の固有ＩＤ（装置識別情報）を評価し、業務の対象
となる文書が、このデジタル複合機１０１で作成されたものであるか否かを判断する。そ
して、この文書管理システムでは、このデジタル複合機１０１で以前に作成されたもので
ある場合に限り、その後の処理を実行するようにした抑制手段を備える。
【００７４】
　そこで、この文書管理システムにおけるデジタル複合機１０１では、業務を行っていな
い待機状態のときに、デジタル複合機１０１に備え付けられた表示装置２０７に、図６に
示すような画面を表示する。この図６に示す画面では、タッチパネル方式の２つのボタン
６０１、６０２を表示する、一方のボタン６０１は、原稿台に原稿を置いた状態でタッチ
すると原稿のスキャンを開始させる。他方のボタン６０２は、任意のタイミングでタッチ
した際に、過去に行った業務に対する現在のステータスを表示させる。
【００７５】
　次に、上述のデジタル複合機１０１を利用して、業務担当者が契約の「新規登録」の業
務を行えるようにする為の文書データ新規登録手段について、作業手順に従って説明する
。この文書管理システムの文書データ新規登録手段によって契約の「新規登録」を行うと
きには、その契約に契約番号が割り振られておらず、その契約に対応したカバーシートも
存在していない状態である。
【００７６】
　そこで業務担当者は、その時点で存在している契約関係書類の一つを原稿台にのせ、図
６に示したボタン６０１にタッチする。するとデジタル複合機１０１のコンピュータ（第
１指示手段、なお、文書データの追加登録又は更新を文書管理サーバに指示する場合には
第２指示手段となる）は、そのソフトウェアプログラム群１０５を実行して、読み込んだ
原稿の状態を判断して「新規登録」の業務が開始されたと判断して、表示装置２０７に図
７に示す選択指示用表示画面を表示する処理を行う。
【００７７】
　この図７に示す表示装置２０７の画面には、契約番号を表示する契約番号表示領域７０
１が設定されている。「新規登録」の業務の開始時には、新規契約の契約番号が付与され
ていない状態であるため契約番号表示領域７０１に「未定」と表示される。
【００７８】
　図７に示す表示装置２０７の画面には、スキャンした原稿のイメージを表示するプレビ
ュー領域７０２を設定する。このプレビュー領域７０２は、複数のページをスキャンした
場合に、表示ページの送り操作が可能なように構成する。
【００７９】
　図７に示す表示装置２０７の画面には、文書の種類の名称を表示する、文書種類表示領
域７０３を設定する。この文書管理システムでは、契約文書を種類毎に登録するため、登
録時に契約文書の種類を特定する必要がある。そこで、この文書管理システムでは、業務
担当者が文書種類表示領域７０３に表示されている所定の種類名にタッチすることで、今
回スキャンした文書の種類を入力する。
【００８０】
　図７に示す表示装置２０７の画面には、「プレビュー」と表記されたタッチボタンであ
る、プレビューボタン７０４を設定する。このプレビューボタン７０４は、契約の過去の
登録イメージを表示させる（文書種類表示領域７０３に表示する）際に使用するものであ
る。「新規登録」の場合には、過去に何も登録されていないため、プレビューボタン７０
４がグレー表示となり、タッチしても反応しない状態にされている。
【００８１】
　図７に示す表示装置２０７の画面には、業務ボタン領域７０５を設定する。この業務ボ
タン領域７０５には、業務担当者がデジタル複合機１０１で行おうとしている業務に対応
して変化した、所要のボタンが表示される。
【００８２】
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　「新規登録」業務の場合には、業務ボタン領域７０５に、図８に示す登録ボタン８０１
と、キャンセルボタン８０２が表示される。登録ボタン８０１は、文書種類表示領域７０
３で文書の種類を選択してから登録ボタン８０１にタッチし際に、スキャンした文書をサ
ーバに登録すると同時に同契約に対して契約番号を発行する処理を開始させる。
【００８３】
　そして、デジタル複合機１０１では、契約の登録が完了すると印刷装置２０９から、発
行された契約番号を記述した「契約カバーシート」と、今回登録した文書の種類に対応す
る文書種類識別子を記述した「種類カバーシート」との、合わせて２枚のカバーシートが
印刷されて出力される。
【００８４】
　各カバーシートの出力は、画像処理装置が、文書管理システムから文書識別子を取得し
、画像処理装置の保持するカバーシートのフォーマットに付加して印刷してもよいし、ま
た、文書管理システム内で文書識別子が付加されたカバーシートを生成し、それを画像処
理装置が取得して印刷してもよい。これは新規登録時に限らず、追加登録の際に種類カバ
ーシートを出力する際も同様である。
【００８５】
　業務ボタン領域７０５に表示されたキャンセルボタン８０２は、これにタッチすると「
新規登録」の処理をキャンセルさせる。
【００８６】
　次に、業務担当者が「追加登録」の業務を行う場合について説明する。この場合に業務
担当者は、追加したい書類の先頭に追加対象の契約の「契約カバーシート」をつけて原稿
台に置き、ボタン６０１にタッチする。すると、デジタル複合機１０１では、表示装置２
０７に図７に示す画面が表示される。このとき表示装置２０７には、「新規登録」の場合
と異なり、業務ボタン領域７０５に図９に示す登録ボタン９０１及びキャンセルボタン９
０２が表示される。
【００８７】
　さらに、表示装置２０７の画面上では、プレビューボタン７０４が有効な状態で表示さ
れており、文書種類表示領域７０３で「登録済み」や「登録待ち」のものを選択して、そ
の項目にタッチすると選択された文書のイメージプレビューが表示される。この時点でプ
レビューボタン７０４は「もどる」と表示されたボタンになっており、この「もどる」と
表示されたボタン７０４をタッチすると表に戻る。このとき、契約番号表示領域７０１に
は、スキャンした「契約カバーシート」から読み取った契約番号が表示されている。
【００８８】
　また、プレビュー領域７０２には、今回スキャンしたイメージがプレビューされており
、業務ボタン領域７０５に図９に示す追加ボタン９０１と、キャンセルボタン９０２とが
表示されている。ここで業務担当者が、文書種類表示領域７０３から「未登録」の種類を
選択して追加ボタン９０１にタッチすると、スキャンした文書がサーバの同契約に追加登
録される。「追加登録」は、既存の契約グループに、新規に契約を登録することである。
【００８９】
　文書の追加が完了すると、デジタル複合機１０１は、その印刷装置２０９から今回登録
した文書の種類に対応する文書種類識別子と契約番号を記述した「種類カバーシート」を
印刷して出力する。なお、このとき業務担当者が業務ボタン領域７０５に表示されている
キャンセルボタン９０２にタッチした場合には、「追加登録」の処理がキャンセルされる
。
【００９０】
　なお、この「追加登録」の処理は、文書管理サーバ１０２が備える抑制手段によって、
デジタル複合機の固有ＩＤ（装置識別情報）を評価し、業務の対象となる文書が、このデ
ジタル複合機１０１で作成されたものである場合に限り、追加登録の処理が実行されるよ
う制限されている。
【００９１】
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　次に、業務担当者が「文書更新」の業務を行う場合について説明する。この場合に業務
担当者は、更新用の書類の先頭に更新対象の契約内の文書種類に対応する「種類カバーシ
ート」をつけて原稿台に置き、図６に示すスキャンボタン６０１にタッチする。
【００９２】
　すると、デジタル複合機１０１では、表示装置２０７に図１１に示す画面を表示する。
この図１１に示す画面では、契約番号表示領域１１０１に、スキャンした「種類カバーシ
ート」から読み取った契約番号が表示されている。また、文書種類名表示領域１１０２に
は、スキャンした「種類カバーシート」から読み取った文書種類識別子に対応する文書種
類名が表示されている。
【００９３】
　また、プレビュー領域１１０３には、今回スキャンしたイメージが表示されており、文
書種類表示領域１１０４には、現在登録されている更新対象のイメージが表示されている
。
【００９４】
　このデジタル複合機１０１では、文書種類表示領域１１０４に表示される更新対象のイ
メージを、スキャンした「契約番号」と「文書種類識別子」をキーにして記憶装置２０５
から選び出して表示する。
【００９５】
　これと共にデジタル複合機１０１は、「文書更新」のときに業務ボタン領域１１０５に
、図１２に示す更新ボタン１２０１とキャンセルボタン１２０２を表示する。この更新ボ
タン１２０１は、これにタッチされたときに、スキャンした文書をサーバに登録されてい
る文書の最新バージョンとして登録する処理がされる。なお、これまでのイメージは、旧
バージョンとして管理される。デジタル複合機１０１は、更新を完了しても新たなカバー
シートを印刷しない。今回使用した「種類カバーシート」には、特に更新すべき点が無い
ためである。
【００９６】
　「文書更新」のときに業務ボタン領域１１０５に表示されるキャンセルボタン１２０２
は、これにタッチすると、デジタル複合機１０１が「文書更新」の処理をキャンセルする
。
【００９７】
　なお、この「文書更新」の処理は、文書管理サーバ１０２が備える抑制手段によって、
デジタル複合機の固有ＩＤ（装置識別情報）を評価し、業務の対象となる文書が、このデ
ジタル複合機１０１で作成されたものである場合に限り、文書更新の処理が実行されるよ
う制限されている。
【００９８】
　次に、業務担当者が「文書無効化」及び「文書印刷」の業務を行う場合について説明す
る。ここで、「文書無効化」とは、不要になった書類を利用できない状態にすることであ
る。すなわち、「文書無効化」とは、実際に文書を削除するのではなく、管理上、サーバ
外からアクセスできないようにするだけのことである。
【００９９】
　また「文書印刷」は、サーバに登録された文書をデジタル複合機１０１で印刷する場合
の処理で「新規登録」を行ったデジタル複合機１０１以外のデジタル複合機１０１でも実
施することができるという点で他の業務と異なる。
【０１００】
　業務担当者が「文書無効化」及び「文書印刷」の業務を行うときには、対象となる契約
内の文書種類に対応する「種類カバーシート」のみを原稿台に置き、図６に示すボタン６
０１にタッチする。
【０１０１】
　すると、デジタル複合機１０１の表示装置２０７には、図１１に示す画面が表示される
。この図１１に示す画面では、契約番号表示領域１１０１にスキャンした「種類カバーシ
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ート」から読み取った契約番号が表示されている。文書種類名表示領域１１０２には、ス
キャンした「種類カバーシート」から読み取った文書種類識別子に対応する文書種類名が
表示されている。
【０１０２】
　また、プレビュー領域１１０３は、空白表示となっており、文書種類表示領域１１０４
に、現在登録されている処理対象のイメージが表示されている。デジタル複合機１０１は
、文書種類表示領域１１０４に表示する無効化対象または印刷対象のイメージを、スキャ
ンした「契約番号」と「文書種類識別子」をキーにして記憶装置２０５から選び出して表
示する。ただし、「新規登録」を行ったデジタル複合機１０１以外のデジタル複合機１０
１である場合には、イメージが複合機内に保存されていないため、表示されない。
【０１０３】
　なお、本実施の形態に係わる文書管理システムでは、上述のような形態をとっているが
、「新規登録」を行ったデジタル複合機１０１以外のデジタル複合機１０１であっても、
文書管理サーバ１０２からイメージを取得し、表示させるように構成しても良い。
【０１０４】
　「新規登録」を行ったデジタル複合機１０１で「文書無効化」及び「文書印刷」を行う
場合には、業務ボタン領域１１０５に、図１３に示す印刷ボタン１３０１、無効化ボタン
１３０２及びキャンセルボタン１３０３が表示される。
【０１０５】
　また、「新規登録」を行ったデジタル複合機１０１以外のデジタル複合機１０１で、「
文書印刷」を行う場合には、図１４に示す印刷ボタン１４０１とキャンセルボタン１４０
２が表示される。このデジタル複合機１０１では、印刷ボタン１３０１、１４０１にタッ
チして印刷指示を行うと、スキャンした文書の印刷が行われる。さらに、このデジタル複
合機１０１では、無効化ボタン１３０２にタッチするとサーバに登録されている文書の管
理が外部からアクセスできないように変更することにより外部からは削除されたものとし
て扱われるように処理する。
【０１０６】
　デジタル複合機１０１で「文書無効化」及び「文書印刷」を行う場合には、処理が完了
しても新たなカバーシートを印刷しない。今回使用した「種類カバーシート」には特に更
新すべき点が無いためである。
【０１０７】
　また、「文書無効化」及び「文書印刷」のときに業務ボタン領域１１０５に表示される
キャンセルボタン１３０３、１４０２は、これにタッチすると、デジタル複合機１０１が
「文書無効化」又は「文書印刷」の処理をキャンセルする。
【０１０８】
　次に、業務担当者が「契約無効化」の業務を行う場合について説明する。この「契約無
効化」の業務は、契約が解約になった場合に、その契約に関するすべての書類を無効化し
たい場合に実施する。
【０１０９】
　業務担当者が「契約無効化」の業務を行うときには、無効化したい契約に対応する「契
約カバーシート」のみを原稿台に置き、図６に示すスキャンボタン６０１にタッチする。
すると図７に示す画面が表示されるが、「新規登録」の場合と異なり、業務ボタン領域７
０５の領域に図１０に示す無効化ボタン１００１と、キャンセルボタン１００２が表示さ
れる。
【０１１０】
　さらに、この「契約無効化」の業務を行うときの画面の表示では、プレビューボタン７
０４が有効になっている。文書種類表示領域７０３では、「登録済み」や「登録待ち」の
項目を選択してタッチすると、文書種類表示領域７０３に選択した文書のイメージプレビ
ューが表示されるようになっている。なお、この時点でプレビューボタン７０４は「もど
る」と表示されたボタンに表示切り替えされており、この「もどる」と表示されたボタン
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にタッチするとプレビューボタン７０４の表示に戻る。
【０１１１】
　このとき、デジタル複合機１０１は、契約番号表示領域７０１に、スキャンした「契約
カバーシート」から読み取った契約番号を表示する。さらに、デジタル複合機１０１は、
「契約無効化」の場合、契約カバーシートのみをスキャンするので、プレビュー領域７０
２を、空白表示とする。
【０１１２】
　次に、業務担当者が「無効化」ボタン１００１にタッチすると、この契約に属するすべ
ての文書が外部からアクセスできないように管理され、外部からは契約の解除として扱わ
れる。デジタル複合機１０１は、処理が完了しても新たなカバーシートを印刷しない。今
回使用した「契約カバーシート」には特に更新すべき点が無いためである。
【０１１３】
　また、このデジタル複合機１０１では、「契約無効化」の処理を行うときに、業務担当
者が業務ボタン領域７０５に表示されるキャンセルボタン１００２にタッチすると、デジ
タル複合機１０１が「契約無効化」の処理をキャンセルする。
【０１１４】
　次に、文書管理システムにおける上述の業務を実現させるための図１に示すソフトウェ
アプログラム群１０５及びソフトウェアプログラム群１０６のソフトウェア構成について
、図１５及び図１６により説明する。
【０１１５】
　図１５は、ソフトウェアプログラム群１０５のソフトウェア構成図である。
ソフトウェアプログラム群１０５は本社や各営業所に配置されるデジタル複合機１０１上
で動作するソフトウェアである。
【０１１６】
　スキャナプログラム１５０１は、業務担当者が紙原稿をデジタル複合機１０１の原稿台
に置き、スキャン実行の指示を出したときに起動されるプログラムである。このスキャナ
プログラム１５０１は、デジタル複合機１０１のスキャナ装置２０８に原稿のスキャンを
行わせる機能、スキャンされた原稿からカバーシートの有無、書類の有無を判断する機能
、カバーシートがある場合にはＯＣＲ処理を行い、これらの結果を元にユーザに次のアク
ションを行わせるための画面を選定して表示装置２０７に表示させる機能、を実現させる
ためのプログラムである。
【０１１７】
　送信プログラム１５０２は、スキャナプログラム１５０１によって表示装置２０７に表
示された画面をユーザが操作したときに実行されるもので、登録すべき文書や属性情報、
命令を文書管理サーバ１０２に送信する処理を行うソフトウェアである。送信プログラム
１５０２は、文書管理サーバ１０２からの応答に従って、新たなカバーシートを印刷装置
に印刷させる機能や、ステータス情報の更新を行う機能を実現させるためのプログラムで
ある。送信する際のプロトコルは、いくつか考えられるが、ＨＴＴＰ等が適切である。
【０１１８】
　ステータス管理プログラム１５０３は、スキャンを行っていないときに、業務担当者が
画面操作したときに起動するプログラムで、過去にスキャンした文書の現在のステータス
を確認する機能を実現するものである。
【０１１９】
　送信プログラム１５０２が文書を文書管理サーバ１０２に送信しようとしたときに何ら
かの問題で送信できなかった場合には、ステータスが「登録待ち」になることがある。こ
のような場合には、ステータス管理プログラム１５０３で実現される表示装置２０７の表
示画面で業務担当者が操作することにより、再登録の実行や登録のキャンセルを指示する
ことを可能とする。
【０１２０】
　全体制御プログラム１５０４は、デジタル複合機１０１の起動後、常時起動しているプ
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ログラムで、他のプログラムが動作してないときにも動作している。業務担当者の画面操
作を待って、適切なプログラムに起動を指示したり、ステータスが「登録待ち」となって
いる文書を一定時間後に再登録の処理を行うため、送信プログラム１５０２を起動する等
の処理を行う。
【０１２１】
　次に、文書管理システムにおける上述の業務を実現させるための図１に示すソフトウェ
アプログラム群１０６について、図１６により説明する。
【０１２２】
　図１６は、ソフトウェアプログラム群１０６のソフトウェア構成図である。このソフト
ウェアプログラム群１０６は、本社に配置される文書管理サーバ１０２上で動作するソフ
トウェアである。
【０１２３】
　指示実行プログラム１６０１は、デジタル複合機１０１やクライアント端末１０３から
ＨＴＴＰなどのプロトコルで文書データ、属性、命令が送られてくるのを待ち、これを受
け取ったときに命令に従って文書管理プログラム１６０２に対して文書の操作を指示する
機能を実現するためのプログラムである。
【０１２４】
　文書管理プログラム１６０２は、文書データを管理する一般的なプログラムである。
【０１２５】
　次に、図１５で示される各ソフトウェアについての詳細な動作を、図１７、図１８、図
１９、図２０、図２１、図２２、図２３及び図２４を用いて説明する。
【０１２６】
　図１７は、図１５に示すスキャナプログラム１５０１に係わるフローチャートである。
スキャナプログラム１５０１は、各営業所の業務担当者がデジタル複合機１０１を操作し
て原稿のスキャンを指示したときに開始されるプログラムである。
【０１２７】
　スキャナプログラム１５０１の処理の特徴は、読み込んだ原稿の内容によって、どの業
務を行うのかを判断し、処理を分岐することである。
【０１２８】
　デジタル複合機１０１が起動され、スキャン開始の指令が入力されると、デジタル複合
機１０１で原稿のスキャン処理を実行し、原稿の記載内容を電子化してＲＡＭにデータを
記憶する（ステップＳ１７０１）。
【０１２９】
　次に、ＯＣＲ処理を実行して、読み込んだ原稿の先頭ページがカバーシートであるか否
かを判別する（ステップＳ１７０２）。カバーシートであると判断した場合には、さらに
、「契約カバーシート」であるか「種類カバーシート」であるかを判別する（ステップＳ
１７０２）。なお、このスキャナプログラム１５０１は、事前に識別領域４０１又は識別
領域５０１の領域をＯＣＲ処理して判断するように設定されている。
【０１３０】
　すなわち、デジタル複合機１０１では、スキャンした原稿の先頭ページの識別領域４０
１又は識別領域５０１に当たる領域をＯＣＲ処理し、図４に例示するように識別領域４０
１の格子内に「０００１」の文字があった場合に、これを「契約カバーシート」であると
認識する。また、図５に例示するように識別領域５０１の格子内に「０００２」の文字が
あった場合には、これを「種類カバーシート」であると認識する。どちらでもない場合に
は、先頭ページがカバーシートではないと認識する。
【０１３１】
　ここで、ＯＣＲ処理により先頭ページがカバーシートでないと判断した場合にはステッ
プＳ１７０３へ進み、「種類カバーシート」であると判断した場合にはステップＳ１７０
４へ進み、「契約カバーシート」であると判断した場合にはステップＳ１７０８へ進む（
ステップＳ１７０２）。
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【０１３２】
　ここで、ステップＳ１７０２で、カバーシートが無いと判別した場合には、「新規登録
」の業務であると判断し、デジタル複合機１０１の表示装置２０７に図７に示す画面を表
示し、業務ボタン領域７０５に図８に示すボタンを表示する（ステップＳ１７０３）。
【０１３３】
　ここで、ステップＳ１７０２で、「種類カバーシート」であると判断した場合には、「
契約番号」の記述領域５０２と「文書種類識別子」の記述領域５０３をＯＣＲ処理するこ
とによって、契約番号と文書種類識別子を検知する（ステップＳ１７０４）。
【０１３４】
　さらに、カバーシートに続く文書本体がスキャンされているかを判別する。そして、文
書本体がスキャンされている場合には、「種類カバーシート」と文書本体との組み合わせ
であることから、「文書更新」の業務であると判別する（ステップＳ１７０５）。そして
、デジタル複合機１０１の表示装置２０７に図１１に示す画面を表示し、業務担当者が業
務ボタン領域１１０５に図１２に示すボタンを表示する（ステップＳ１７０６）。
【０１３５】
　また、ステップＳ１７０５で、文書本体がスキャンされていないと判別された場合には
、「種類カバーシート」のみであることから、「文書無効化」または「文書印刷」の業務
である場合である。よって、デジタル複合機１０１では、デジタル複合機１０１の表示装
置２０７に図１１に示す画面を表示し、業務ボタン領域１１０５に図１３に示すボタンを
表示する。ただし、このデジタル複合機１０１によって「新規登録」した契約でない場合
には、図１４に示すボタンを表示し、「文書印刷」の処理のみを利用可能とするよう設定
する（ステップＳ１７０７）。
【０１３６】
　ここで、ステップＳ１７０２で、「契約カバーシート」であると判別された場合には、
「契約番号」の記述領域４０２をＯＣＲ処理することによって、契約番号を取得する（ス
テップＳ１７０８）。そして、カバーシートに続く文書本体がスキャンされているかを判
断する（ステップＳ１７０９）。
【０１３７】
　ステップＳ１７０９で文書本体がスキャンされていると判別された場合には、「契約カ
バーシート」と文書本体の組み合わせであることから、「文書追加」の業務である場合で
あるので、デジタル複合機１０１の表示装置２０７に図７に示す画面を表示し、業務ボタ
ン領域７０５に図９に示すボタンを表示する（ステップＳ１７１０）。
【０１３８】
　また、ステップＳ１７０９で文書本体がスキャンされていない場合には、「契約カバー
シート」のみであることから、「契約無効化」の業務であるので、デジタル複合機１０１
の表示装置２０７に図７に示す画面を表示し、業務ボタン領域７０５に図１０に示すボタ
ンを表示する（ステップＳ１７１１）。
【０１３９】
　前述したステップＳ１７０３、ステップＳ１７０７、ステップＳ１７０６、ステップＳ
１７１１及びステップＳ１７１０において業務担当者の画面操作を待ち、操作の結果を評
価する（ステップＳ１７１２）。
【０１４０】
　ここで、業務担当者が各画面で処理の実行を選択したと判断した場合には、ここまでの
処理で得られた「契約番号」「文書識別子」「業務の種類」「文書本体」と、このデジタ
ル複合機１０１をユニークに識別（個々の機体を識別）するＩＤをパラメータとして「送
信プログラム」を起動して実行する（ステップＳ１７１３）。
【０１４１】
　次に、デジタル複合機１０１では、スキャンしたデータや得られた情報をＲＡＭからク
リアする（ステップＳ１７１４）。そして、この後、スキャナプログラム１５０１を終了
し、表示装置２０７に図６に示す画面を表示する。



(26) JP 5064977 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

【０１４２】
　また、ステップＳ１７１２で、業務担当者が処理のキャンセルを選択したと判断した場
合には、スキャンしたデータや得られた情報をＲＡＭからクリアし（ステップＳ１７１４
）、スキャナプログラム１５０１を終了して、表示装置２０７に図６に示す画面を表示す
る。
【０１４３】
　上述した図１７に示すフローチャートのステップＳ１７１３において、送信プログラム
１７０２の起動時に渡されるパラメータは、経由したステップとユーザ操作で決定される
。この送信プログラム１７０２の起動時に渡されるパラメータは、図１９に示すパラメー
タの組み合わせの表に示す通りとなる。
【０１４４】
　この図１９の表の第１行目は、ステップＳ１７０３を経由し、業務担当者が文書種類表
示領域７０３で文書種類を選択し、登録ボタン８０１に業務担当者がタッチした場合に相
当する。この場合には、「契約番号」に空白、「文書識別子」に文書種類表示領域７０３
で選択した文書種類に対応する文書識別子、「業務の種類」に「新規登録」、「デジタル
複合機のＩＤ」にこのスキャナプログラム１５０１を実行しているデジタル複合機のＩＤ
、「文書本体」にスキャンした文書名が、パラメータの値となる。
【０１４５】
　この図１９の表の第３行目は、ステップＳ１７０６を経由し、ユーザが１２０１のボタ
ンをユーザがタッチした場合に相当する。この場合には、「契約番号」にスキャンした契
約番号、「文書識別子」にスキャンした文書識別子、「業務の種類」に「文書更新」、「
デジタル複合機のＩＤ」にこのスキャナプログラム１５０１を実行しているデジタル複合
機のＩＤ、「文書本体」にスキャンした文書名がパラメータの値となる。
【０１４６】
　この図１９の表の第５行目は、ステップ１７０７を経由し、ユーザが１３０１または１
４０１のボタンをユーザがタッチした場合に相当する。この場合には、「契約番号」にス
キャンした契約番号、「文書識別子」にスキャンした文書識別子、「業務の種類」に「文
書印刷」、「デジタル複合機のＩＤ」にこのスキャナプログラム１５０１を実行している
デジタル複合機のＩＤ、「文書本体」無しがパラメータの値となる。
【０１４７】
　この図１９の表の第４行目は、ステップ１７０７を経由し、ユーザが１３０２のボタン
をユーザがタッチした場合に相当する。この場合には、「契約番号」にスキャンした契約
番号、「文書識別子」にスキャンした文書識別子、「業務の種類」に「文書無効化」、「
デジタル複合機のＩＤ」にこのスキャナプログラム１５０１を実行しているデジタル複合
機のＩＤ、「文書本体」無しがパラメータの値となる。
【０１４８】
　この図１９の表の第２行目は、ステップ１７１０を経由し、ユーザが表７０３で文書種
類を選択し、９０１のボタンをユーザがタッチした場合に相当する。この場合には、「契
約番号」にスキャンした契約番号、「文書識別子」に表７０３で選択した文書種類に対応
する文書識別子、「業務の種類」に「追加登録」、「デジタル複合機のＩＤ」にこのスキ
ャナプログラム１５０１を実行しているデジタル複合機のＩＤ、「文書本体」にスキャン
した文書名がパラメータの値となる。
【０１４９】
　この図１９の表の第６行目は、ステップ１７１１を経由し、ユーザが１００１のボタン
をユーザがタッチした場合に相当する。この場合には、「契約番号」にスキャンした契約
番号、「文書識別子」に空白、「業務の種類」に「契約無効化」、「デジタル複合機のＩ
Ｄ」にこのスキャナプログラム１５０１を実行しているデジタル複合機のＩＤ、「文書本
体」無しがパラメータの値となる。
【０１５０】
　次に、図１５に示す送信プログラム１５０２についての詳細な動作を、図１８によって
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説明する。
【０１５１】
　図１８は、図１５の送信プログラム１５０２に係わるフローチャートである。
送信プログラム１５０２は、スキャナプログラム１５０１によって起動（スタート）され
る。起動時のパラメータとして、「業務の種類」、「契約番号」、「文書識別子」、「文
書本体」のデータ、デジタル複合機固有のＩＤを受け取る。
【０１５２】
　ただし「業務の種類」によってパラメータの一部が空白になる場合がある。例えば「新
規登録」では「契約番号」が未定のため空白になる。「業務の種類」と各パラメータの設
定状況は、図１９に示す通りである。
【０１５３】
　デジタル複合機１０１では、送信プログラム１５０２の起動時にパラメータとして受け
取った「文書本体」のデータをＰＤＦまたはＴＩＦＦの形式でファイル化する（ステップ
Ｓ１８０１）。これをイメージファイルと呼ぶ。どちらの形式にするかは本社の文書管理
サーバでの形式にあわせて、あらかじめ設定しておくものとする。
【０１５４】
　次に、デジタル複合機１０１では、送信プログラム１５０２の起動時にパラメータとし
て受け取った「業務の種類」、「契約番号」、「文書識別子」及び「デジタル複合機固有
ＩＤ」のデータをあらかじめ定義したテキスト形式の情報としてファイル化する（ステッ
プＳ１８０２）。これを属性ファイルと呼ぶ。
【０１５５】
　次に、デジタル複合機１０１は、文書管理サーバ１０２に対して接続を試みる（ステッ
プＳ１８０３）。通信プロトコルとしてはいくつか考えられるが、本実施の形態では、Ｈ
ＴＴＰプロトコルを使用するものとする。接続に必要な文書管理サーバ１０２のＵＲＬ、
ポート番号、認証情報等はあらかじめ設定しておくものとする。
【０１５６】
　次に、デジタル複合機１０１で、文書管理サーバ１０２に対して接続を試みた結果を評
価し、接続が成功した場合（ステップＳ１８０４で成功）には、文書管理サーバ１０２に
対して「イメージファイル」と「属性ファイル」の送信を行う（ステップＳ１８０７）。
【０１５７】
　次に、デジタル複合機１０１は、文書管理サーバ１０２からのレスポンスを受け取る（
ステップＳ１８０８）。デジタル複合機１０１は、受け取ったレスポンスを評価して分岐
を行う（ステップＳ１８０９）。
【０１５８】
　このステップＳ１８０９の分岐では、「新規登録」の業務が成功した場合にステップ１
８１０へ進み、デジタル複合機１０１に「契約カバーシート」と「種類カバーシート」の
印刷をさせる。このときに印刷する契約番号は文書管理サーバ１０２からレスポンスとし
てもたらされるものである。
【０１５９】
　また、ステップＳ１８０９の分岐では、「追加登録」の業務が成功した場合はステップ
１８１１へ進み、デジタル複合機１０１に「種類カバーシート」の印刷をさせる。
【０１６０】
　また、ステップＳ１８０９の分岐では、「文書印刷」の業務が成功した場合にステップ
１８１２へ進み、デジタル複合機１０１に文書のイメージを印刷させる。このときに印刷
する文書イメージは文書管理サーバ１０２からレスポンスとしてもたらされるものである
。
【０１６１】
　「文書更新」、「文書無効化」、「契約無効化」がそれぞれ成功した場合、また、文書
管理サーバ１０２が処理に失敗した場合は、ステップ１８１３へ進み、ステータス更新の
処理を行う。
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【０１６２】
　ここで、ステップＳ１８１０及びステップＳ１８１１において印刷するカバーシートは
、予めデジタル複合機１０１の記憶装置２０５に記憶したテンプレートを元に作成される
。「契約カバーシート」のテンプレートの場合には、図４の「契約番号」の記述領域４０
２に数字が記入されておらず格子内が空白となっており、その上部の「契約番号」の数値
も空白となった状態のものである。
【０１６３】
　契約カバーシートは、「新規登録」の場合に、「契約カバーシート」のテンプレートの
空白に、文書管理サーバ１０２よりもたらされた文書識別情報である「契約番号」を、そ
れ以外の場合はスキャンで読み取った「契約番号」を記載することで作成される。
【０１６４】
　また、「種類カバーシート」のテンプレートの場合には、図５の「契約番号」の記述領
域５０２、「文書種類識別子」の記述領域５０３に数字が記入されておらず格子内が空白
となっており、それぞれの上部の「契約番号」の数値と「文書種類」の名称の文字列が空
白となった状態のものである。
【０１６５】
　種類カバーシートは、「新規登録」の場合に、文書管理サーバ１０２よりもたらされた
「契約番号」を、それ以外の場合はスキャンで読み取った「契約番号」を、そして選択し
た文書種類の名称と「文書識別子」を記載することで作成される。
【０１６６】
　前述した、ステップＳ１８１０、ステップＳ１８１１又はステップＳ１８１２の処理が
終了後、処理の結果ステータスと文書データをデジタル複合機１０１の記憶装置２０５に
書き込むステータス更新の処理を行う（ステップＳ１８１３）。なお、ここで書き込む内
容は、後述する図２１で説明する。
【０１６７】
　次に、デジタル複合機１０１で、文書管理サーバ１０２に対して接続を試みた結果を評
価し、接続が失敗した場合（ステップＳ１８０４で失敗）には、接続の試みが何回目であ
るかを確認し、予め設定しておいた接続リトライ回数を超えたかどうかを判断する（ステ
ップＳ１８０５）。リトライ回数を超えていない場合（ステップＳ１８０５で範囲内）は
、少し時間を置いてから（ステップＳ１８０６）ステップ１８０３へ戻り、再度接続を試
みる。リトライ回数を超えた場合（ステップＳ１８０５でオーバー）は、何らかの理由に
よりサーバが応答できない場合であるので、前述したステータス更新の処理（ステップＳ
１８１３）へ移行する。
【０１６８】
　次に、カバーシートに記載されるパラメータ設定状況について、図１９により説明する
。図１９は、送信プログラム１５０２に渡されるパラメータの設定状況を示した表である
。パラメータは「業務の種類」によって設定状況が変化する。
【０１６９】
　「新規登録」では、契約番号が未定のため空白となるが、文書種類識別子、複合機のＩ
Ｄ及び文書本体が設定される。
【０１７０】
　「追加登録」と「文書更新」とでは、すべてのパラメータ（業務の種類、契約番号、文
書種類識別子、複合機のＩＤ及び文書本体）が設定される。
【０１７１】
　「文書無効化」と「文書印刷」とでは、文書イメージをサーバに送る必要がないので、
文書本体の欄が空白になっている。
【０１７２】
　「契約無効化」では、契約と指示を出した複合機の判別ができれば良いので、「契約番
号」と「デジタル複合機固有ＩＤ」のみが設定される。
【０１７３】
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　次に、文書管理サーバ１０２から送られてくるレスポンス情報について、図２０により
説明する。図２０は、送信プログラム１５０２の処理が成功した場合に文書管理サーバ１
０２から送られてくるレスポンス情報を示す表である。このレスポンス情報は、「業務の
種類」によって変化する。
【０１７４】
　「追加登録」「文書更新」「文書無効化」「契約無効化」の場合には、成功したことを
示すコード以外、特にレスポンス情報は送られてこない。
【０１７５】
　「新規追加」の場合には、未定であった「契約番号」がサーバで割り振られて送られて
くる。以後、この「契約番号」は、カバーシートの印刷やステータスの管理に利用される
。
【０１７６】
　「文書印刷」の場合には、印刷すべきイメージデータが送られてくる。
【０１７７】
　次に、送信プログラムによる処理結果と記憶装置２０５に書き込まれるステータスにつ
いて、図２１により説明する。図２１は、送信プログラム１５０２の処理結果と記憶装置
２０５に書き込まれるステータスを示す表である。これは「業務の種類」と「処理結果」
によって決まる。処理結果は「成功」「サーバのエラー」「その他のエラー」に分類され
る。
【０１７８】
　「業務の種類」における全ての項目において、処理に対応した表現の部分を除き「成功
」のときは「～済み」、「サーバのエラー」のときは「～待ち」、「その他のエラー」の
ときは「失敗」として表示する。
【０１７９】
　なお、業務担当者が、ステータスを確認したところ「失敗」であったときにはスキャン
からやり直す必要がある。また、ステータスが「～待ち」のときは、すでに送信用の情報
が残っているのでボタン操作のみで再送が可能である。
【０１８０】
　次に、文書管理システムのデジタル複合機１０１において、過去に行った業務に対する
現在のステータスを表示させ又は再実行を行う場合について、図２２により説明する。
【０１８１】
　図２２は、過去の業務のステータス確認や再実行を行うためのステータス管理プログラ
ム１５０３のフローチャートである。このステータス管理プログラム１５０３では、業務
担当者が図６のボタン６０２をタッチしたときにスタート（起動）する。
【０１８２】
　次に、デジタル複合機１０１のＣＰＵ２０２は、記憶装置２０５から過去の業務のステ
ータスを読み込む（ステップＳ２２０１）。ここで読み込んだステータス情報は、表示装
置２０７に表示する。この表示される画面は、図２３に示すような表示である（ステップ
Ｓ２２０２）。デジタル複合機１０１は、この画面を表示した状態で、業務担当者が入力
装置２０６を操作してデジタル複合機１０１に対し指令が入力されるのを待つ（ステップ
Ｓ２２０３）。
【０１８３】
　次に、業務担当者が入力装置２０６を操作して指令を入力すると、デジタル複合機１０
１は、業務担当者がタッチしたボタンを評価して分岐を行う（ステップＳ２２０４）。
【０１８４】
　ここで、業務担当者が、「再実行（ボタン２３０２）」をタッチした場合（ステップＳ
２２０４で再実行）には、業務担当者が選択した「～待ち」のステータスの業務に対して
送信プログラム１５０２を起動する（ステップＳ２２０５）。これによってデジタル複合
機１０１は、文書管理サーバ１０２と接続し、再度データを送信する。その結果、文書管
理サーバ１０２側でステータスが更新されるので、デジタル複合機１０１側では、ステッ
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プ２２０１に戻って、ステータスの再取得（ステップＳ２２０１）、再表示（ステップＳ
２２０２）を行い、再び業務担当者（ユーザ）の入力待ち（ステップＳ２２０３）の状態
となる。
【０１８５】
　また、ステップＳ２２０４で業務担当者が「削除（ボタン２３０３）」にタッチした場
合（ステップＳ２２０４で削除）には、業務担当者が選択した「～待ち」、「失敗」のス
テータスの業務の情報を削除し、ステータス情報も削除する（ステップＳ２２０６）。そ
して、デジタル複合機１０１では、ステップ２２０１に戻って、ステータスの再取得（ス
テップＳ２２０１）、再表示（ステップＳ２２０２）を行い、再び業務担当者（ユーザ）
の入力待ち（ステップＳ２２０３）の状態となる。
【０１８６】
　さらに、このステップＳ２２０４で業務担当者が「終了（ボタン２３０４）」にタッチ
した場合（ステップＳ２２０４で終了）には、本ステータス管理プログラム１５０３を終
了して、図６の画面に戻る。
【０１８７】
　次に、デジタル複合機１０１のＣＰＵ２０２が、記憶装置２０５から過去の業務のステ
ータスを読み込んで表示装置２０７に表示したときの画面の内容について、図２３により
説明する。
【０１８８】
　図２３は、ステータス管理プログラム１５０３の入力待ち画面の説明図である。
【０１８９】
　この画面２３０１では、現在記憶装置に残っている業務のステータスが表にして一覧表
示されていて、スクロール可能である。各業務には、「契約番号」「文書種類名」「実行
日時」「ステータス」が表示される。
【０１９０】
　この画面２３０１に表示された「再実行」ボタン２３０２は、表からステータスが「～
待ち」になっているものを選んだときにのみ利用可能である。
【０１９１】
　また、「削除」ボタン２３０３は、表からステータスが「～待ち」または「失敗」にな
っているものを選んだときにのみ利用可能である。
【０１９２】
　「終了」ボタン２３０４は、ステータス管理プログラム１５０３を終了するためのボタ
ンであり、いつでも使用可能である。
【０１９３】
　次に、デジタル複合機１０１のＣＰＵ２０２が、装置全体を制御するときの制御手順に
ついて、図２４により説明する。
【０１９４】
　図２４は、デジタル複合機１０１における全体制御プログラム１５０４のフローチャー
トである。このプログラムは、デジタル複合機１０１上で常時起動している。このプログ
ラムでは、イベントの発生待ちの状態のときに、図６に示す通常画面を表示させる。この
図６に示す画面上で、業務担当者が指令を入力する、又は、定期的な時刻に到達すると、
デジタル複合機１０１のＣＰＵ２０２は、発生したイベントの評価を行う（ステップＳ２
４０２）。
【０１９５】
　ここで、業務担当者がボタン６０２にタッチした場合（ステップＳ２４０２でステータ
ス確認ボタン）には、デジタル複合機１０１のＣＰＵ２０２が、ステータス管理プログラ
ム１５０３を起動（ステップＳ２４０３）し、その処理の終了後、ステップ２４０１へ戻
る。
【０１９６】
　業務担当者がボタン６０１にタッチした場合（ステップＳ２４０２でスキャンボタン）
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には、デジタル複合機１０１のＣＰＵ２０２が、スキャナプログラム１５０１を起動（ス
テップＳ２４０４）し、終了後、ステップ２４０１に戻る。
【０１９７】
　また、デジタル複合機１０１が起動状態であらかじめ設定された定期的な時刻に到達し
た場合（ステップＳ２４０２で定期時刻）には、記憶装置２０５内の各業務のステータス
を確認する（ステップＳ２４０５）。
【０１９８】
　これに続いて、「～待ち」のステータスのものが有るか判別し、無い場合はステップ２
４０１に戻る（ステップＳ２４０６で無し）。また、有る場合（ステップＳ２４０６で有
り）には、送信プログラム１５０２を実行する（ステップＳ２４０７）。これにより、デ
ジタル複合機１０１では、サーバでの処理に失敗した業務を定期的に再実行し、自動的に
業務を進める。
【０１９９】
　次に、文書管理システムにおける本社に配置される文書管理サーバ１０２上で動作する
、図１６に示すソフトウェアプログラム群１０６について、図２５により説明する。
【０２００】
　図２５は、文書管理サーバ１０２で動作する指示実行プログラム１６０１に係わるフロ
ーチャートである。この指示実行プログラム１６０１は、文書管理サーバ１０２で常時起
動し、デジタル複合機１０１又はクライアント端末１０３からの要求を待ち、要求に応じ
て動作を行うためのものである。
【０２０１】
　この文書管理サーバ１０２では、指示実行プログラム１６０１かスタートすると、接続
待ち状態にセットして（ステップＳ２５０１）、接続があったか判断し（ステップＳ２５
０２）、無い場合（ステップＳ２５０２で無し）にステップ２５０１に戻るというルーチ
ンを実行して待機する。
【０２０２】
　文書管理サーバ１０２に対して、デジタル複合機１０１又はクライアント端末１０３か
ら接続があったと判定した場合（ステップＳ２５０２で有り）には、接続によって送られ
てきたイメージファイル、属性ファイルのうち、属性ファイルを読み込んで「業務の種類
」「契約番号」「文書種類識別子」「デジタル複合機固有ＩＤ」を取得する（ステップＳ
２５０３）。
【０２０３】
　次に、文書管理サーバ１０２では、取得した属性ファイルのデータから「業務の種類」
を判定した結果に基づいて分岐する（ステップＳ２５０４）。ここで、「新規登録」の場
合（ステップＳ２５０４で新規登録）は、ステップ２５０５へ進む。「文書印刷」の場合
（ステップＳ２５０４で文書印刷）は、ステップＳ２５０７へ進む。それ以外の場合（ス
テップＳ２５０４でその他）は、ステップＳ２５０８へ進む。
【０２０４】
　文書管理サーバ１０２で新しい文書を文書管理システムに登録する処理（新規登録の処
理）を行う場合には、まず、新規の契約番号を発行する（ステップＳ２５０５）。そして
レスポンス情報に新規の契約番号を入れる（ステップＳ２５０６）。さらに、この処理で
は、イメージファイルのインポートと、属性情報の付加が行われる。処理が成功した場合
には、レスポンス情報に成功を示すコードを入れる。また、処理が失敗した場合には、レ
スポンス情報に失敗を示すコードを入れ（ステップＳ２５１１）、ステップＳ２５１５へ
進む。
【０２０５】
　文書管理サーバ１０２で文書印刷の処理を行う場合には、レスポンス情報に印刷する文
書イメージを入れ（ステップＳ２５０７）、ステップＳ２５１５へ進む。
【０２０６】
　文書管理サーバ１０２で、その他の処理を行う場合には、まず「デジタル複合機固有Ｉ
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Ｄ」を評価し、業務の対象となる文書を作成したデジタル複合機１０１として登録された
ＩＤと同じか否かを判断する（ステップＳ２５０８）。業務の対象となる文書を作成した
デジタル複合機１０１と同じでない場合（ステップＳ２５０８で登録したIDでない）には
、処理が拒否されるので、レスポンス情報に処理の拒否を示すコードを入れ（ステップＳ
２５０９）、ステップＳ２５１５へ進む。
【０２０７】
　業務の対象となる文書を作成したデジタル複合機１０１と同じ場合（ステップＳ２５０
８で登録したIDである）には、再度「業務の種類」（「追加登録」、「文書更新」、「文
書無効化」、「契約無効化」）で分岐する（ステップＳ２５１０）。
【０２０８】
　ステップＳ２５１０の分岐で、「追加登録」の場合には、新しい文書を文書管理システ
ムに登録する処理を行う。この処理では、イメージファイルのインポートと、属性情報の
付加が行われる。処理が成功した場合には、レスポンス情報に成功を示すコードを入れる
。また、処理が失敗した場合には、レスポンス情報に失敗を示すコードを入れ（ステップ
Ｓ２５１１）、ステップＳ２５１５へ進む。
【０２０９】
　ステップＳ２５１０の分岐で、「文書更新」の場合には、文書管理システムに登録され
ている既存の文書（契約番号と文書種類識別子で照合する）に新バージョン追加の処理を
行う。この処理では、イメージファイルのインポートと、属性情報の付加が行われる。処
理が成功した場合には、レスポンス情報に成功を示すコードを入れる。失敗した場合には
、レスポンス情報に失敗を示すコードを入れ（ステップＳ２５１２）、ステップＳ２５１
５へ進む。
【０２１０】
　ステップＳ２５１０の分岐で、「文書無効化」の場合には、文書管理システムに登録さ
れている既存の文書（契約番号と文書種類識別子で照合する）が、外部からアクセス不可
になるように権限の変更処理を行う。この処理が成功した場合には、レスポンス情報に成
功を示すコードを入れる。失敗した場合には、レスポンス情報に失敗を示すコードを入れ
（ステップＳ２５１３）、ステップＳ２５１５へ進む。
【０２１１】
　ステップＳ２５１０の分岐で、「契約無効化」の場合には、文書管理システムに登録さ
れている既存の同一契約内のすべての文書（契約番号で照合する）を外部からアクセス不
可になるように権限の変更処理を行う。この処理が成功した場合には、レスポンス情報に
成功を示すコードを入れる。失敗した場合には、レスポンス情報に失敗を示すコードを入
れ（ステップＳ２５１４）、ステップＳ２５１５へ進む。
【０２１２】
　次に、ステップ２５１５では、レスポンス情報を接続相手に送る。その後、再び接続待
ちのためステップ２５０１に戻る。
【０２１３】
　本実施例では、デジタル複合機において、カバーシートから文書識別子を抽出し、契約
グループまたは個々の文書に対する処理方法を判断しているが、本発明はこの形態に限定
されず、デジタル複合機で読み取ったカバーシートについて、文書管理サーバで文書識別
子を抽出し、文書管理サーバで処理方法を判断する形態をとってもよい。
【０２１４】
　この文書管理システムの本社に配置される文書管理サーバ１０２上で動作する図１６に
示すソフトウェアプログラム群１０６における文書管理プログラム１６０２は、一般的な
ものであるため、説明を省略する。なお、デジタル複合機１０１だけではなく、クライア
ント端末１０３でも、前述した業務は可能である。
【０２１５】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、業務担当者が、カバーシートと文書原稿
の組み合わせを選択し、デジタル複合機１０１でスキャン操作することによって、本文書
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管理システム側で業務を自動的に選択実行し、本社オペレータの操作が無くても書類の電
子化管理の業務を行うことができる。
【０２１６】
　また、本実施の形態の文書管理システムによれば、業務担当者が契約書をデジタル複合
機１０１でスキャンする操作をすることにより、自動的に文書管理サーバ１０２で文書デ
ータの新規登録が実行される。これと共に、デジタル複合機１０１から、自動的に契約カ
バーシートと種類カバーシートとが印刷されて出力される。
【０２１７】
　これら契約カバーシートと種類カバーシートとは、営業所において、現物の賃貸借契約
書又は駐車場契約書等の代わりの文書として利用される。現物の賃貸借契約書又は駐車場
契約書は、例えば本社へ送付されて保管される。
【０２１８】
　また、営業所において、文書管理サーバ１０２に登録された契約に関して手続きを行う
ときには、契約カバーシート又は種類カバーシートと、所要の書類等を予め定められた組
み合わせに従って選択し、デジタル複合機１０１にスキャンさせる操作によって、文書管
理サーバ１０２側で読み込まれた文書の組み合わせにより自動的に所望の登録された契約
に関する手続きを判別して実行される。
【０２１９】
　よって、業務担当者は、デジタル複合機１０１で文書をスキャンするという単純な操作
だけで、文書管理サーバ１０２に所要の動作をさせることができる。これにより業務担当
者が文書管理サーバ１０２に指令を入力するための煩雑な入力操作を習得する労力を削減
できる。これと共に、業務担当者の操作が１つもしくは２つの単純な操作に特定されるた
め、業務担当者による操作ミスを防ぐことができる。すなわち、業務担当者が文書管理サ
ーバ１０２に指令を入力するための煩雑な入力操作を行うときの手間を省き、煩雑な入力
操作で誤操作を生じるリスクを回避し、正確な手続きが実行されるようにして、文書管理
の信頼性を向上できる。
【０２２０】
　また、営業所においては、契約書を契約カバーシートと種類カバーシートで管理し、契
約書の実データの内容についてはデジタル複合機１０１によって確認することが可能であ
るため、契約書のハードコピーを余分に出力する必要がないので、ペーパレス化を図るこ
とができる。
【０２２１】
　加えて、新規登録を行ったデジタル複合機１０１からのみ、印刷以外の操作を実行可能
に設定できるため、文書管理サーバ１０２に格納されている文書データが第３者によって
改変されることを抑制することができる。
【０２２２】
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによって達成される。即ち、上述し
た実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、シ
ステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭ
ＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。
【０２２３】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０２２４】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
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【０２２５】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれる。
【０２２６】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
【０２２７】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲で、その他種々の構成を取り得ることは、勿論である。例えば、本発明の本文
書管理システムで利用するデジタル複合機の代わりに、スキャナと印刷機の機能を組み合
わせた装置等を利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２２８】
【図１】本発明の実施の形態に係わる、文書管理システムの概略的な構成を示す説明図で
ある。
【図２】デジタル複合機のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】文書管理サーバのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図４】賃貸借契約１件に対し１枚作成される「契約カバーシート」を示す正面図である
。
【図５】賃貸借契約の文書種類ごとに１枚作成される「種類カバーシート」を示す正面図
である。
【図６】デジタル複合機が待機状態のときに、表示装置に表示する画面の説明図である。
【図７】デジタル複合機で新規登録の業務が開始されたときに、表示装置に表示される画
面の説明図である。
【図８】デジタル複合機で新規登録の業務が開始されたときに、表示装置に表示される画
面の内の業務ボタン領域を示す説明図である。
【図９】デジタル複合機で追加登録の業務のときに、表示装置に表示される画面の説明図
である。
【図１０】デジタル複合機で契約無効化の業務のときに、表示装置に表示される画面の内
の業務ボタン領域を示す説明図である。
【図１１】デジタル複合機で文書更新の業務のときに、表示装置に表示される画面の説明
図である。
【図１２】デジタル複合機で文書更新の業務のときに、表示装置に表示される画面の内の
業務ボタン領域を示す説明図である。
【図１３】デジタル複合機で文書無効化又は文書印刷の業務のときに、表示装置に表示さ
れる画面の内の業務ボタン領域を示す説明図である。
【図１４】デジタル複合機によって文書印刷の処理のみを利用可能とする場合に、表示装
置に表示される画面の内の業務ボタン領域を示す説明図である。
【図１５】ソフトウェアプログラム群のソフトウェア構成図である。
【図１６】ソフトウェアプログラム群のソフトウェア構成図である。
【図１７】図１５に示すスキャナプログラムに係わるフローチャートである。
【図１８】図１５の送信プログラムに係わるフローチャートである。
【図１９】送信プログラムの起動時に渡されるパラメータの組み合わせを表にして示す送
信プログラム用パラメータの設定表である。
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【図２０】送信プログラムの処理が成功した場合に文書管理サーバから送られてくるレス
ポンス情報を示す送信プログラム用レスポンスの設定表である。
【図２１】送信プログラムの処理結果と記憶装置に書き込まれるステータスを示す表であ
る。
【図２２】過去の業務のステータス確認や再実行を行うためのステータス管理プログラム
のフローチャートである。
【図２３】ステータス管理プログラムの入力待ち画面の説明図である。
【図２４】図デジタル複合機における全体制御プログラムのフローチャートである。
【図２５】文書管理サーバで動作する指示実行プログラムに係わるフローチャートである
。
【符号の説明】
【０２２９】
　１０１　デジタル複合機
　１０２　文書管理サーバ
　１０３　クライアント端末
　１０４　データベース装置
　１０５　デジタル複合機で実行されるソフトウェアプログラム群
　１０６　文書管理サーバで実行されるソフトウェアプログラム群
　１０７　クライアント端末で実行されるソフトウェアプログラム群
　１０８　ネットワーク
　２０１　データバス
　２０２　ＣＰＵ
　２０３　ＲＡＭ
　２０４　外部インターフェース
　２０５　記憶装置
　２０６　入力装置
　２０７　表示装置
　２０８　スキャナ装置
　２０９　印刷装置
　２１０　プログラム記憶領域
　２１１　データ記憶領域
　３０１　データバス
　３０２　ＣＰＵ
　３０３　ＲＡＭ
　３０４　外部インターフェース
　３０５　記憶装置
　３０６　プログラム記憶領域
　３０７　データ記憶領域
　４０１　カバーシート認識領域
　４０２　契約番号認識領域
　５０１　カバーシート認識領域
　５０２　契約番号認識領域
　５０３　文書種類識別子認識領域
　６０１　スキャンタッチボタン
　６０２　ステータス確認タッチボタン
　７０１　契約番号表示領域
　７０２　プレビュー領域
　７０３　文書種類名一覧表
　７０４　プレビュータッチボタン
　７０５　業務ボタン領域
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　８０１　登録タッチボタン
　８０２　キャンセルタッチボタン
　９０１　追加タッチボタン
　９０２　キャンセルタッチボタン
１００１　無効化タッチボタン
１００２　キャンセルタッチボタン
１１０１　契約番号表示領域
１１０２　文書種類名表示領域
１１０３　スキャンイメージプレビュー領域
１１０４　更新対象イメージプレビュー領域
１１０５　業務ボタン領域
１２０１　更新タッチボタン
１２０２　キャンセルタッチボタン
１３０１　印刷タッチボタン
１３０２　無効化タッチボタン
１３０３　キャンセル
１４０１　印刷タッチボタン
１４０２　キャンセルタッチボタン
１５０１　スキャナプログラム
１５０２　送信プログラム
１５０３　ステータス管理プログラム
１５０４　全体制御プログラム
１６０１　指示実行プログラム
１６０２　文書管理プログラム
１７０１　スキャン実行ステップ
１７０２　カバーシート判別確認ステップ
１７０３　新規契約画面表示ステップ
１７０４　ＯＣＲ処理ステップ
１７０５　文書本体有無確認ステップ
１７０６　文書更新画面表示ステップ
１７０７　文書無効化、印刷画面表示ステップ
１７０８　ＯＣＲ処理ステップ
１７０９　文書本体有無確認ステップ
１７１０　追加登録画面表示ステップ
１７１１　契約無効化画面表示ステップ
１７１２　ユーザ入力判断ステップ
１７１３　送信プログラム実行ステップ
１７１４　処理キャンセルステップ
１８０１　画像データファイル化ステップ
１８０２　属性情報ファイル化ステップ
１８０３　サーバ接続要求ステップ
１８０４　接続成否確認ステップ
１８０５　リトライ回数確認ステップ
１８０６　一定時間待機ステップ
１８０７　データ送信ステップ
１８０８　レスポンス受信ステップ
１８０９　応答確認ステップ
１８１０　新規登録時印刷ステップ
１８１１　追加登録時印刷ステップ
１８１２　文書印刷時印刷ステップ
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１８１３　ステータス更新ステップ
２２０１　ステータス取得ステップ
２２０２　画面表示ステップ
２２０３　ユーザ入力待機ステップ
２２０４　入力結果判定ステップ
２２０５　送信プログラム実行ステップ
２２０６　ステータス削除ステップ
２３０１　ステータス一覧表
２３０２　再実行タッチボタン
２３０３　削除タッチボタン
２３０４　終了タッチボタン
２４０１　イベント待機ステップ
２４０２　イベント判定ステップ
２４０３　ステータス管理プログラム起動ステップ
２４０４　スキャナプログラム起動ステップ
２４０５　ステータス取得ステップ
２４０６　対象業務確認ステップ
２４０７　送信プログラム起動ステップ
２５０１　接続要求待機ステップ
２５０２　接続確認結果判定ステップ
２５０３　属性情報取得ステップ
２５０４　業務種類判定ステップ
２５０５　契約番号発行ステップ
２５０６　新規契約番号レスポンス作成ステップ
２５０７　印刷データレスポンス作成ステップ
２５０８　デジタル複合機判別ステップ
２５０９　処理拒否コードレスポンス作成ステップ
２５１０　業務種類判定ステップ
２５１１　文書登録処理実行ステップ
２５１２　文書更新処理実行ステップ
２５１３　文書無効化処理実行ステップ
２５１４　契約無効化処理実行ステップ
２５１５　レスポンス実行ステップ
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